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改正化学物質審査規制法について

厚生労働省

経済産業省

環 境 省



説明内容

化審法改正の背景と経緯

改正された新制度の概要

①動植物への影響に着目した審査・規制

②難分解・高蓄積性の既存化学物質に関する規制

③環境放出可能性に着目した審査制度

④有害性情報の報告義務

⑤その他（物質名称の公示時期、罰則強化 等）

施行までのスケジュール



改正の背景

前回法改正（昭和６１年）以降の化学物質管理に関する国内外の取組の進展

(1) 動植物への影響に着目した審査・規制
◇欧米の制度では、人の健康影響とともに含まれているのが一般的
◇国内における取組の進展
・水生生物保全のための水質環境基準の設定
・農薬取締法の登録保留基準の見直し

(2) リスクの観点からの効果的かつ効率的な審査・規制
◇欧米の事前審査制度におけるリスクの観点からの柔軟な対応
◇各国の事前審査制度の整合化に対する国際的気運の高まり

我が国においても同様な点を考慮した対応が強く求められた。

ＯＥＣＤ環境保全成果レビュー勧告



改正法成立までの経緯

１４年 １月 ＯＥＣＤ環境保全成果レビュー勧告
３月 環境省 生態系保全等に係る化学物質審査規制検討会報告
７月 経済産業省 化学物質総合管理政策研究会中間とりまとめ
１０月 ３省審議会における検討開始

（厚生科学審議会、産業構造審議会、中央環境審議会）

１５年 ２月 各省審議会答申等
３月 一部改正法案の閣議決定・国会提出
４月 参議院審議
５月 衆議院審議
５月２２日 一部改正法成立
５月２８日 公布



主要な改正点

１．従来の人の健康被害防止の観点に加え、動植物への被害
防止の観点からの審査・規制制度を導入

４．事業者が有害性情報を入手した場合の国への報告を義務
付け

３．環境中への放出可能性（中間物といった取扱方法等や製
造・輸入数量）に着目した新たな事前審査制度を導入

２．難分解性でかつ高蓄積性の既存化学物質について、毒性
が明らかになるまでの間も法的な監視の下に置く第一種監
視化学物質制度を導入



事後監視

化審法における審査・規制制度の概要

既存化学物質 新規化学物質

年間製造・輸入
数量 １トン超

年間製造・輸入
数量 １トン以下

政令で定める場合
（中間物等）

事前審査
（分解、蓄積、人毒性 ）

第二種監視化学物質
（現行の指定化学物質）

第二種特定化学物質第一種特定化学物質

第一種監視化学物質 第三種監視化学物質

有害性調査指示 有害性調査指示 有害性調査指示

既存点検

事前確認

製造・輸入事業者への有害性情報の報告義務付け

①動植物影響

③事前審査

②１監

④有害性報告

年間製造・輸入
数量１０トン以下

、生態毒性



１．動植物への影響に着目した審査・規制制
度の導入①－１

ポイント

①事前審査
現行の化審法の事前審査の枠組みの中で、国際的に活用されている生態毒性
試験（藻類、ミジンコ類、魚類の急性毒性試験）の結果により、動植物（一般）への
影響の可能性について一定の評価を行う。
②規制
動植物の生息・生育に係る被害を生ずるおそれが定量的に評価可能な範囲
（生活環境動植物）で製造・輸入に係る定量的な管理措置（禁止・数量制限）を適用。

①事前審査 第三種監視化学物質 第二種特定化学物質

第一種特定化学物質

＜②規制＞
審査・規制フロー

（３種の試験による評価） （生活環境動植物への影響による評価）

（高次捕食動物への影響による評価）



１．動植物への影響に着目した審査・規制制
度の導入①－２

規制対象物質

・難分解性かつ高蓄積性で、継続的摂取に

よる高次捕食動物への毒性があるもの

③第一種特定化学物質

・難分解性で、継続的摂取又は暴露による

生活環境動植物への毒性があるもの

・被害を生ずるおそれのある環境残留があ

るもの

②第二種特定化学物質

・難分解性で、生態毒性（注）があるもの

（注）生態系、（動植物一般）への何らかの影響

の可能性の示唆

①第三種監視化学物質



動植物（一般）

人
の
生
活
環
境

生活環境動植物

生態系での機能に着目し、
藻類（生産者）、ミジンコ（
一次消費者）、魚類（二次
消費者）をモデルとして用
いた試験（急性毒性）によ
り、生態系や動植物一般
への影響の可能性の有無
を特定する。

他の法令での取組を参考に、
人の生活と密接な関連のある動
植物の中から、特定の動植物種
を選び、それらへの試験（慢性毒
性）により、個別種への影響を特
定する。

食物連鎖の上位に
位置するため、高蓄
積性の化学物質の
影響を特に受けやす
いものへの影響を
鳥類、ほ乳類を用い
た試験（慢性毒性）
により特定する。

動植物以外
への影響
（財産等etc）

人
の
健
康

環境基本法

高次捕食動物

化審法における「動植物」の概念



規制対象物質に対する規制措置の内容

・製造・輸入実績数量、用途等の届出

・物質の名称、届出数量の公表

・指導・助言（環境汚染防止のため必要な場合）

・リスクの観点から必要に応じて、有害性調査の指示

監視化学物質

・製造・輸入の予定／実績数量、用途等の届出

・リスクの観点から必要に応じて、製造・輸入予定数量

等の変更命令

・取扱いに係る技術上の指針の公表・勧告

・表示の義務・遵守勧告

・指導・助言（環境汚染防止のため必要な場合）

第二種特定化学物質

・製造・輸入の許可（事実上禁止）

・特定の用途以外での使用の禁止

・政令指定製品の輸入禁止

・回収等措置命令（物質・製品の指定時、法令違反時）

第一種特定化学物質



１．動植物への影響に着目した審査・規制制
度の導入②

毒性判定の際の試験（調査）項目

①藻類の生長に及ぼす影響

②ミジンコの繁殖に及ぼす影響

③魚類の初期生活段階の生息・生育に及ぼす影響

④環境残留の状況から２大臣が特に必要と認める

生活環境動植物の生息・生育に及ぼす影響

(3) 第二種特定化学物質

①ほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に

関する試験

②鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験

(2) 第一種特定化学物質

①藻類生長阻害試験

②ミジンコ急性遊泳阻害試験

③魚類急性毒性試験

(1) 第三種監視化学物質



１．動植物への影響に着目した審査・規制制
度の導入③

試験法

・局長通知で具体的な試験法を規定
・対応するＯＥＣＤテストガイドラインと同等の試験法

優良試験所基準（ＧＬＰ）

・局長通知でＧＬＰ基準及びその運用を規定
・水生生物毒性試験について、基準に付加される事項を規定
・動植物毒性試験については、環境省総合環境政策局長がＧＬＰ適合性を
確認



１．動植物への影響に着目した審査・規制制
度の導入④

事前審査における判定区分

・第一種特定化学物質

・第二種監視化学物質（第三種監視化学物質に非該当）

・規制対象外

・判定不能

・第一種特定化学物質

・指定化学物質

・規制対象外

・判定不能

改正後現 行

第二種監視化学物質と第三種監視化学物質の相違点

有害性調査の結果、生活環境動植物への慢
性毒性を有しないと認められる場合には、名
称を公示（指定は取り消されないが、実績数
量等の届出は不要）。

有害性調査の結果、長期毒性を有しないと認
められる場合には、第二種監視化学物質の
指定を取り消し。

第三種監視化学物質（生態毒性あり）第二種監視化学物質（人毒性の疑いあり）

・第三種監視化学物質（第二種監視化学物質に非該当）
・第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質



２．難分解・高蓄積性の既存化学物質に関
する規制の導入

導入の背景

難分解性かつ高蓄積性があると判明した既存化学物質
仮に長期毒性を有する場合には第一種特定化学物質に該当

しかしながら、
・長期毒性の評価には長期間を要する
・評価されるまでの間の実態把握等のための法的措置がない

第一種監視化学物質の制度を導入し、管理の体系を充実

ポイント

①現行の指定化学物質と同様の監視制度
（実績数量の届出・公表、環境汚染防止のための指導・助言、有害性調査の指示）
②リスク（環境の汚染が生ずるおそれ）に基づく管理が基本
③既存化学物質のみが対象



第一種監視化学物質に係る新たな管理措置の概要

第一種監視化学物質

・分解性→難

・蓄積性→高

・物質名公表
・製造・輸入数量実績・用途の届出
・物質名、数量の公表

製造・輸入事業者への有害性調査（長期
毒性等データ（人、生物）の報告）の指示

【既存化学物質の評価から】

・分解性→難

・蓄積性→高

長期毒性等あり

第一種特定化学物質には指定せず

長期毒性等なし

有害性の判定

第一種特定化学物質に指定

製造・輸入、使用の制限勧告

※製造・輸入数量又は開放系用途での
使用量が一定量以上等

曝露可能性の評価

ない又は
極めて小さい

上記のデータによる
リスク評価懸念低い

懸念高い

国による予備的な毒性評価等
（人、生物）の実施

環境放出量を抑制するための
指導・助言（リスク削減措置）

（調査指示後）調査を実施
し報告

リスク削減措置
の効果の評価

懸念低い

懸念高い

事業者からの有害性情報（人、生
物の毒性試験データ等）の報告

ある

（法第２９条に基づく勧告）

指定



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入①

ポイント

①新規化学物質の製造・輸入届出を要しないこととする制度の導入
予定されている取扱いの方法等からみて環境の汚染が生じるおそれがないもの
として政令で定める場合（中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品）に該当する旨の
３大臣の事前確認を受けることにより、製造・輸入が可能に。

②低生産量新規化学物質に係る特例審査制度の導入
審査の過程で、難分解性であるものの高蓄積性がないと判定された物質につい
ては、製造・輸入数量の国内総量が１０トン以下（低生産量新規化学物質）である
こと等について、３大臣の事前確認を受けることにより、製造・輸入が可能に。

③事前確認を行った化学物質に関しては、事後の監視措置として、３大臣による
報告徴収及び立入検査の実施が可能。



新 規 化 学 物 質

１トン／年超

（年間製造・輸入総量）

１トン／年以下【少量新規】

（年間製造・輸入総量）
中間物・閉鎖系等用途・輸出専用品

不確認 確認

確認手続
・暴露に関する一定の要件を満た
していること

製造・輸入の届出必要

不確認 確認

製造・輸入の届出必要 その年に限り
製造・輸入可

確認手続
・年間製造・輸入総量１トン以下であること

・既知見に基づく環境汚染及び毒性（人、

動植物）の評価

製造・輸入の届出

（事業者が分解性、蓄積性
毒性データを提出）

高蓄積性でない

審査①分解性

難分解性

審査②蓄積性

審査③
＜人に係る毒性試験＞
変異原性試験、２８日間反復投与毒性試験
＜動植物に係る毒性試験＞
藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験
魚類急性毒性試験

高蓄積性

審査③長期毒性
＜人、高次捕食動物＞

確認手続【低生産量新規】

・年間製造・輸入数量１０トン以下であること

・既知見に基づく人又は生活環境動植物

への毒性の評価

確認

その年に限り
製造・輸入可

不確認

新規化学物質の有する性状に応じた管理 等

事後の監視

事後の監視

改正化審法の審査制度における新たな確認制度の概要

新たな事前
確認制度

確認内容に変更があ
る場合には再度確認

新たな事後
監視制度



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入② ＜中間物等＞

届出を要しない場合として政令で規定されたケース

①中間物 【政令第２条第１項第１号】
新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であっ
て、当該中間物が他の化学物質になるまでの間において環境汚染防止措置が講
じられているとき。

②閉鎖系等用途 【政令第２条第１項第２号】
新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用する
ためのものとして製造し、又は輸入する場合であって、その廃棄までの間において
環境汚染防止措置が講じられているとき。

③輸出専用品 【政令第２条第１項第３号】
新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合であって、その輸出
に係る仕向地が省令で定める特定の地域であり、かつ、輸出されるまでの間にお
いて環境汚染防止措置が講じられているとき。

（改正政令は、平成１５年９月１９日に公布）



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入③－１ ＜中間物等＞

政令で規定されたケースに該当する旨の事前確認を受けるための申出手続

＜中間物の場合の例＞

(1) 申出書への記載事項 【省令様式第２】
①新規化学物質の名称 ⑥製造される国名又は地域名
②構造式又は示性式 （輸入の場合）
③物理化学的性状、成分組成 ⑦新規化学物質の使用者の名称、住所、
④年間の製造（輸入）予定数量 ⑧使用する事業所名及び所在地
⑤製造事業所名及びその所在地 ⑨使用により製造される化学物質の名称
（製造の場合） ⑩参考となるべき事項

(2) 申出書に添付する別紙書類
①製造設備及び施設の状況を示す図面
②製造時の取扱方法を説明した書面
③製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明した書面
④製造（輸入）しようとする事業者における化学物質の管理体制を説明した書面
⑤出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置
を説明した書面



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入③－２ ＜中間物等＞

(3) 確認書 【省令様式第３】
新規化学物質が中間物として使用され、環境汚染防止措置が講じられることを
以下の別紙にて確認。

①使用者の名称、住所等
②使用に係る設備及び貯蔵の場所
③使用に係る設備及び施設の状況を示す図面
④使用者において他の化学物質となるまでの経路及び新規化学物質の予測
される環境への放出量
⑤取扱いにあたって新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置
⑥使用者における化学物質の管理体制
⑦使用者における新規化学物質の年間の使用予定数量
⑧使用者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための
製造（輸入）者における措置を説明した書面



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入④ ＜中間物等＞

確認を受けた新規化学物質に係る事後の報告（事後の監視措置）

◇政令で規定される中間物等に該当する旨の確認を受けた製造（輸入）者は、
確認を受けた新規化学物質毎に、毎年度６月３０日までに前年度における
以下の事項を３大臣に報告。ただし、前年度実績がない場合を除く。

①新規化学物質の名称
②確認を受けた年月日
③製造（輸入）実績数量
④使用者における使用実績数量
（輸出専用品の場合は輸出先毎の輸出実績数量）
⑤取扱いの過程において施設外への排出・移動がある場合には、その概況
⑥確認内容に軽微な変更があった場合には、その変更内容

◇なお、環境汚染防止措置の内容等、評価の前提となる事項の変更が軽微な
変更でない場合には、 改めて申出を行い、確認を受けることが必要。



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入⑤ ＜中間物等＞

確認の取消し

◇以下の場合には、３大臣は確認を取り消す。

① 確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき

② 確認を受けた者が、その確認を受けたところに従ってその確認に
係る新規化学物質を製造し、又は輸入していないと認めるとき

③ 確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがある
と認めるとき

【法律第３条第３項】



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入⑥ ＜特例審査＞

低生産量新規化学物質の特例審査の申出手続①

申出年度の製造・輸入予定数量の年間総量が
１０トンを超えないことの確認（既知見による毒
性の確認を含む）

特例審査の申出 法律第３条の新規化学物質の製造・輸入の届出の
際に、届出書と併せて３大臣あてに特例申出書（省
令様式第１０）を提出

判定結果の通知 ①難分解性、②高蓄積性でない、③毒性不明
に該当するとの判定

数量確認の申出 判定通知の受理後に法律第４条の２第４項に基づく
申出書（省令様式第１１）を３大臣あてに提出

確認結果の通知

審査

確認

製造・輸入可能 ※翌年度以降は、数量確認の申出を前年度の３月１日～１０日
までに提出し、毎年確認を受ける。

※

【法律第４条の２第１～５項】



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入⑦ ＜特例審査＞

低生産量新規化学物質の特例審査の申出手続②

◇製造・輸入開始後の審査の継続 【法律第４条の２第７項】

製造・輸入予定数量の年間総量が１０トンを超える場合等、判定通知を受けた
者が当該低生産量新規化学物質の毒性に関する審査を継続する必要があると
認める場合には、申出書（省令様式第１２）に毒性試験の試験成績を添付して３
大臣あてに提出し、審査の継続を求めることが可能。

◇不確認の場合等の審査の継続 【法律第４条の２第８項】

以下の場合には、国は審査を継続。
・特例審査の結果、第２項第２号に該当する（特例要件に非該当）との判定
通知を行ったとき
・数量確認の結果、確認を行わなかったとき
・確認を取り消したとき



３．環境中への放出可能性に着目した審査
制度の導入⑧

申出期間（少量新規化学物質との関係）

平成１６年

平成１７年

２／２０～３／１
少量新規 第１回

●

６／１～６／１０
少量新規 第２回

●

９／１～９／１０
少量新規 第３回

●

１２／１～１２／１０
少量新規 第４回

●

１／２０～１／３０
少量新規 第１回

●

６／１～６／１０
少量新規 第２回

●

９／１～９／１０
少量新規 第３回

●

１２／１～１２／１０
少量新規 第４回

●

３／１～３／１０
低生産量新規 申出期間（２年目以降）

４／１

以下のスケジュールに沿って申出日が先の申請から確認対象となる年度の予定数量を確認。
（数量の調整は、少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質双方の合計で行う。）

初年度の低生産量新規の申出は毎月



４．事業者が入手した有害性情報の報告の
義務付け①

新制度の趣旨

・欧米における同種の制度の整備状況（審査・規制制度のセーフティネット）
・事業者における自主的な有害性情報の収集取組の進展

事業者が得た有害性に関する知見を化審法の運用に適切に活用。

（例）新規化学物質の審査、既存化学物質の評価 等

・事業者が一定の有害性情報を入手した場合の３大臣への報告を義務付け。
（届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には２０万円以下の過料）

・報告を受けた国は、他の知見と併せて規制対象物質への指定等、必要な措置
を講ずる責務を有する。

【法律第３１条の２】



４．事業者が入手した有害性情報の報告の
義務付け②

◇対象者・物質 ： 以下の化学物質の製造・輸入事業者
①監視化学物質（第１種、第２種、第３種）
②第二種特定化学物質
③規制対象外として公示された物質
④少量新規化学物質
⑤低生産量新規化学物質
⑥既存化学物質

◇対象となる情報 ： 化審法の審査及び有害性調査の試験項目に係る以下の性状
（試験を行った場合又は同等の知見が得られた場合）
①難分解性
②高蓄積性
③人毒性あり
④生態毒性あり

ただし、主要な学術雑誌や行政機関が作成した公表資料に掲載
されている等、公知となっている情報は対象から除外。

有害性の具体的な基準は３省の共同省令で規定



５．その他
(1)審査終了後の公示時期の見直し

試験の重複実施を避けつつ、先発の届出者（試験費用を負担した届出者）が
著しく競争上の不利益を受けることがないよう、名称公示の時期に関する法律
上の規定を一部改正。 【法律第４条第４項】

判定通知後「遅滞なく」公示３省令※で定めるところに
より公示

判定通知後「遅滞なく」公示判定通知後「遅滞なく」公示

第二種監視化学物質

第三種監視化学物質

規制対象外物質改正後

指定化学物質規制対象外物質現行制度



５．その他
(2)第一種特定化学物質の措置命令強化

第一種特定化学物質に関しては、環境の汚染の進行を防止するた
め特に必要があると認められる場合に、当該化学物質や使用製品
の回収等の措置命令の発動が可能。 【法律第２２条】

今回の改正により、これまでの「第一種特定化学物質への指定時」
に加え、以下の場合にも発動が可能に。

(1) 既に指定されている第一種特定化学物質について、新たな輸
入禁止製品が追加指定された場合

(2) 第一種特定化学物質に関する規制（製造・輸入規制、使用製
品の輸入規制、使用規制）の違反があった場合



５．その他
(3)罰則の強化

法人重課の導入
類似の法令の例にならい、環境汚染の防止の観点から

特に重大な義務違反に適用。

◇第一種特定化学物質の製造・輸入・使用違反等に対

しては、法人には１００倍（最高で１億円以下）の罰金

が課されうる。

罰金額の引き上げ
◇例えば、最低額は「１０万円以下」から「３０万円以

下」に引き上げ。



５．その他
(4)監視化学物質の届出手続（省令関係）

従来の指定化学物質（第二種監視化学物質）に加え第
一種、第三種監視化学物質の届出制度が導入されたこ
とに伴い、監視化学物質及び第二種特定化学物質の届
出様式を一本化。

（同一物質が複数の規制対象物質に指定される場合に
対応）

毎年度の製造・輸入実績数量の合計値の公表

第一種監視化学物質 ： １トン以上

第二種監視化学物質 ：１００トン以上

第三種監視化学物質 ：１００トン以上



５．その他
(5)届出手続の電子化（省令関係）

改正化審法の施行日からは、従来の少量新規化学物質
の確認申出に加え、以下の手続についてもオンライン申
請が可能に。
①新規化学物質の届出

②中間物等の確認に係る申出

③中間物等の確認を受けた場合の事後の報告

④低生産量新規化学物質の特例審査の申出

⑤監視化学物質等の数量届出

今後、以下の申請のオンライン化を予定。
①低生産量新規化学物質の数量確認申出

②有害性情報の報告



施行までのスケジュール

平成１５年 １０～２月 省令等の関係規定類の整備

平成１６年 ２月 少量新規化学物質の平成１６
年度分第１回申出受付
【改正法の一部施行】

４月１日 【改正法の施行】

～１０月 現行法における医薬品中間物に
対する経過措置期限（引き続き
製造・輸入を行う場合には、事
前確認を受けることが必要）



関連する省令、通知の概要

・法律の運用に関する通知内容の見直し通知その他

・有害性情報の報告対象、報告手続を規定省令、通
知

有害性情報の
報告制度関係

・第１種、第３種監視化学物質の届出手続を追加

・有害性調査指示の手続を追加

省令監視化学物質
関係

・届出の適用除外、特例審査の申出手続を追加

・輸出専用品の確認対象となる仕向地を規定

・規制対象外物質の公示時期を規定

省令新規化学物質
の届出関係

・生態毒性の判定のための試験方法等を追加

・従来の分解性、蓄積性、人毒性に関する試験

方法についても一部見直し（通知）

省令、通
知（ＧＬＰ関
係を含む）

試験法関係



－ ＥＮＤ －



○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
）（下線は、今回改正部分

○衆議院・参議院附帯決議
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律
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則
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第
一
条
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の
法
律
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解
性
の
性
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を
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し
、
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、
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健
康
を
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な
う
お
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植
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し
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は
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育
に
支
障
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ぼ
す
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あ
る
化
学
物

質
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よ
る
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境
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防
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す
る
た
め
、
新
規
の
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造
又
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す
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応
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物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ

る
場
合
に
は

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物
質

元

、

（

素
を
含
む

）
が
前
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
製
造
、
輸
入
、
使
用
等
の
状
況
か
ら
み
て
相
当
広
範
な
地

域
の
環
境
に
お
い
て
当
該
化
学
物
質
が
相
当
程
度
残
留
し
て
い
る
か
、
又
は
近
く
そ

の
状
況
に
至
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康
に
係

worker
39

worker
39



る
被
害
又
は
生
活
環
境
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
化
学
物
質
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
継

続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
前

項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

）
で
あ
る
こ
と
。

。

ロ

当
該
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物

質
（
元
素
を
含
む

）
が
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

二

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
継

続
的
に
摂
取
さ
れ
、
又
は
こ
れ
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
生
活
環
境
動
植
物
の

生
息
又
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
前
項
第
一
号
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く

）
で
あ
る
こ
と
。

。

ロ

当
該
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物

質
（
元
素
を
含
む

）
が
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
一
種
監
視
化
学
物
質
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
化
学
物
質
（
新
規
化
学
物
質
を
除
く

）
で
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産

。

業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

一

第
二
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ

る
場
合
に
は

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物
質

元

、

（

素
を
含
む

）
が
前
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
二
種
監
視
化
学
物
質
」
と
は
、
第
三
項
第
一
号
に
該
当

す
る
疑
い
の
あ
る
化
学
物
質
（
同
号
に
該
当
す
る
化
学
物
質
で
第
二
種
特
定
化
学
物

質
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む

）
で
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大

。

臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
三
種
監
視
化
学
物
質
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
化
学
物
質
で
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い

う
。
一

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
動
植

物
の
生
息
又
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
第
二
項
第
一
号
に

該
当
す
る
も
の
及
び
第
三
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
で
第
二
種
特
定
化
学
物

質
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

）
で
あ
る
こ
と
。

。

二

当
該
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ

る
場
合
に
は

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物
質

元

、

（

素
を
含
む

）
が
前
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
規
化
学
物
質
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
化
学
物
質
以
外
の

化
学
物
質
を
い
う
。

一

第
四
条
第
四
項
（
第
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

及
び
第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
り

。

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
公
示
し
た
化
学
物
質

二

第
一
種
特
定
化
学
物
質

三

第
二
種
特
定
化
学
物
質

四

第
二
種
監
視
化
学
物
質
（
第
二
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消

さ
れ
た
も
の
を
含
む

）
。

五

第
三
種
監
視
化
学
物
質

六

附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
商
産
業
大
臣
が
公
示
し
た
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
既
存
化
学
物
質
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
（
前
各
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く

）
。

８

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
四
条
第
七
項
（
第
四
条

の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
規
定
す
る
試
験
の
試
験
成
績

。

に
基
づ
い
て
第
五
項
の
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

９

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
一
の
化
学
物
質
を
第
一
種
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二
種
監
視
化
学
物
質
と

し
て
指
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
名
称
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
化
学
物
質
を
第

10
三
種
監
視
化
学
物
質
と
し
て
指
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
名
称
を
公
示
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

新
規
化
学
物
質
に
関
す
る
審
査
及
び
規
制

（
製
造
等
の
届
出
）

、

、

、

第
三
条

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し

又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は

あ
ら
か
じ
め

厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
新

規
化
学
物
質
の
名
称
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

一

第
五
条
の
二
第
一
項
の
届
出
を
し
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
同
条
第
一

項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
か
ら
そ
の
通
知
に
係

る
新
規
化
学
物
質
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
。、

。

二

試
験
研
究
の
た
め
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し

又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き

三

試
薬
（
化
学
的
方
法
に
よ
る
物
質
の
検
出
若
し
く
は
定
量
、
物
質
の
合
成
の
実

験
又
は
物
質
の
物
理
的
特
性
の
測
定
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
化
学
物
質
を
い
う
。

以
下
同
じ

）
と
し
て
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と

。

き
。

四

そ
の
新
規
化
学
物
質
に
関
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
取
扱
い
の
方
法
等
か
ら
み
て

そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環

境
大
臣
の
確
認
を
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
受
け
、
か
つ
、
そ
の
確
認
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
そ
の
新
規
化
学

物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
と
き
。

五

一
の
年
度
に
お
け
る
そ
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数

（

、

、

量

そ
の
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し

及
び
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は

こ
れ
ら
を
合
計
し
た
数
量
。
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ

）
が
政
令
で
定
め
る
数
量
以
下
の
場
合
で
あ
つ
て
、
既
に
得
ら
れ
て
い
る

。

知
見
等
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
じ
て
人

の
健
康
に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
係
る
被
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及

び
環
境
大
臣
の
確
認
を
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
受
け
、
か
つ
、
そ
の
確
認
に
係
る
数
量
以
下
の
そ
の
新
規
化
学
物

質
を
当
該
年
度
に
お
い
て
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
と
き
。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
一
の
新
規
化
学
物
質
に
係

る
前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量

（
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定

数
量
を
含
む

）
を
合
計
し
た
数
量
が
同
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
を
超
え
る
こ
と

。

と
な
る
場
合
に
は
、
同
号
の
確
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
四
号
の
確
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
四
号
の
確
認
を
受
け
た
者
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
そ
の
確
認
を
受
け

た
と
き
。

二

第
一
項
第
四
号
の
確
認
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
確
認
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
従
つ

て
そ
の
確
認
に
係
る
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
て
い
な
い
と
認
め

る
と
き
。

三

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
第
四
号
の
確
認
に
係
る
新
規
化
学
物
質

に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

４

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
五
号
の
確
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
五
号
の
確
認
を
受
け
た
者
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
そ
の
確
認
を
受
け

た
と
き
。

二

第
一
項
第
五
号
の
確
認
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
確
認
に
係
る
数
量
を
超
え
て
そ

、

。

の
確
認
に
係
る
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し

又
は
輸
入
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

三

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
第
五
号
の
確
認
に
係
る
新
規
化
学
物
質

に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
じ
て
人
の
健
康
に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
動
植
物
の

生
息
若
し
く
は
生
育
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

（
審
査
）

第
四
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出
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が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
そ
の
届
出
に
係

る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
既
に
得
ら
れ
て
い
る
そ
の
組
成
、
性
状
等
に
関
す
る
知

見
に
基
づ
い
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判

定
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
も
の
（
同
号
に
該
当
す
る
も

の
を
含
む
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

）
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同
条
第
六
項
各
号

。

に
該
当
し
な
い
も
の

三

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
の
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同

条
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

四

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同

条
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

、

、

五

第
二
条
第
二
項
各
号
又
は
同
条
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず

か
つ

同
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
の
な
い
も
の

六

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
も
の

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出
に
係

る
新
規
化
学
物
質
が
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
と
判
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
い
て
、
そ
の

新
規
化
学
物
質
が
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
定

し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
判
定
を
行
う
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該

届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
の
性
状
に
関
す
る
第
七
項
に
規
定
す
る
試
験
の
試
験
成

績
を
記
載
し
た
資
料
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定

め
る
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環

境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
の
名
称
を
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四

号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
化
学
物

質
に
つ
き
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

６

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第

一
項
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
化
学
物
質
に
つ
き
第
二
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

７

第
一
項
及
び
第
二
項
の
判
定
を
行
う
た
め
に
必
要
な
試
験
の
項
目
そ
の
他
の
技
術

的
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
。

８

前
項
の
命
令
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
化
学
物
質
の
安
全
性
の
評
価
に
関
す
る

試
験
の
項
目
の
設
定
に
つ
い
て
の
国
際
的
動
向
そ
の
他
化
学
物
質
の
安
全
性
の
評
価

に
つ
い
て
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
動
向
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
製
造
予
定
数
量
等
が
一
定
の
数
量
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
審
査
の
特
例
等
）

第
四
条
の
二

第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
、
一
の
年
度
に
お
け
る

そ
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
が
第
四
項

第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
以
下
で
あ
る
も
の
は
、
そ
の
届
出
に
際
し
、
厚
生
労

、

、

、

、

働
省
令

経
済
産
業
省
令

環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
対
し
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
前
条
第
一
項
第
六

号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
れ
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の

判
定
を
行
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
化
学
物
質
で
あ
る
こ
と
。

イ

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
生

物
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
や
す
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
新
規
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物

質
（
元
素
を
含
む

）
が
前
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。
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２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
判
定
に
際
し
て
そ
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が

同
項
第
六
号
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三

条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
前
条
第
一
項
第
六
号
に
該
当

す
る
旨
の
判
定
を
行
う
こ
と
に
代
え
て
、
そ
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い

て
既
に
得
ら
れ
て
い
る
そ
の
組
成
、
性
状
等
に
関
す
る
知
見
に
基
づ
い
て
、
そ
の
新

規
化
学
物
質
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
定
し
、
そ
の
結
果
を
前
項

の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

前
項
各
号
に
該
当
し
な
い
も
の

三

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
も
の

３

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
出
に
係
る
新

規
化
学
物
質
が
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
判
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
い
て
、
そ
の
新
規

化
学
物
質
が
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
定
し
、
そ
の

結
果
を
そ
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
第
二
項
第

、

、

、

一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
は

毎
年
度

あ
ら
か
じ
め

厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労

働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
し
出
て
、
そ
の
通
知
に
係
る
新
規
化

学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

申
出
に
係
る
年
度
に
お
け
る
そ
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入

予
定
数
量
が
政
令
で
定
め
る
数
量
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

既
に
得
ら
れ
て
い
る
知
見
等
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環

境
の
汚
染
が
生
じ
て
人
の
健
康
に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
動
植
物
の
生
息
若
し

く
は
生
育
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

５

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
一
の
新
規
化
学
物
質
に
係

る
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
（
第
三
条

第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を

含
む

）
を
合
計
し
た
数
量
が
前
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
を
超
え
る
こ
と

。

と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
の
確
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
項
の
確
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
項
の
確
認
を
受
け
た
者
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
そ
の
確
認
を
受
け
た
と

き
。

二

第
四
項
の
確
認
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
確
認
に
係
る
数
量
を
超
え
て
そ
の
確
認

に
係
る
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
。

三

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
第
四
項
の
確
認
に
係
る
新
規
化
学
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
が
生
じ
て
人
の
健
康
に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
動
植
物
の
生
息
若

し
く
は
生
育
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

７

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
第
二
項

第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
対
し
、
そ
の
通
知
に
係
る

新
規
化
学
物
質
に
関
し
て
次
項
の
判
定
を
行
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
行
つ
た
と
き
、
第
四
項
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質

の
製
造
若
し
く
は
輸
入
が
同
項
各
号
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
行
わ
な
か
つ
た
と

き
、
同
項
の
確
認
を
取
り
消
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
い

て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
を
判
定
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
第
一
項
の
申

出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

前
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
第
二
項
の
判
定
に
、
同
条
第
三
項
、
第
七
項

及
び
第
八
項
の
規
定
は
第
三
項
の
判
定
に
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定

は
前
項
の
判
定
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま

で
の
規
定
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
条
の
二
第
八
項
」
と

、
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読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
等
の
制
限
）

第
五
条

第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

は
前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
第
四
条

第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
前
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む

）
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
を
製

。

造
し
、
又
は
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

そ
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
が
第
三
条
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

二

そ
の
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
場
合
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
確
認
が
取

り
消
さ
れ
た
場
合
を
除
く

）
に
お
い
て
、
そ
の
確
認
に
係
る
数
量
以
下
の
そ
の

。

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
と
き
。

（
外
国
に
お
け
る
製
造
者
等
に
係
る
新
規
化
学
物
質
の
審
査
等
）

第
五
条
の
二

外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と

す
る
者
又
は
新
規
化
学
物
質
を
本
邦
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
新

規
化
学
物
質
の
名
称
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

第
四
条
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
中
「
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は

「
四
月
以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の

、

と
す
る
。

第
三
章

第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
関
す
る
規
制
等

第
一
節

第
一
種
監
視
化
学
物
質
に
関
す
る
措
置

（
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
五
条
の
三

第
一
種
監
視
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
者
は
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
種
監
視
化
学
物
質
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
年

度
の
製
造
数
量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
一
種
監
視
化

学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
種
監
視
化
学
物
質
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
項
の
届
出
に

係
る
前
年
度
の
製
造
数
量
及
び
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
第
一
種
監
視
化
学
物
質
に
つ
き
そ
の
製
造
数
量
及
び
輸
入

数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
第
一
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
）

、

、

、

第
五
条
の
四

厚
生
労
働
大
臣

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は

厚
生
労
働
省
令

経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
第
一
種
監
視
化
学
物

質
に
つ
き
、
第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
理
由

、

、

、

、

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て

そ
の
製
造

輸
入

使
用
等
の
状
況
か
ら
み
て

当
該
第
一
種
監
視
化
学
物
質
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
当
該
第
一
種
監
視
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
当
該
第
一
種
監
視
化
学
物
質
に
つ
い
て
同
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き

は
、
当
該
第
一
種
監
視
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者
（
こ
れ
ら
の

事
業
を
営
ん
で
い
た
者
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む

）
に
対

。

し
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
有
害
性
の
調
査
（
当

該
化
学
物
質
が
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
人
の
健
康
又
は
高
次
捕
食
動

物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
を
い
う
。
第
三
項
に
お

い
て
同
じ

）
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き

。

る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
が
あ
つ
た
と

き
は
、
そ
の
報
告
に
係
る
第
一
種
監
視
化
学
物
質
が
第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
報
告
を
し
た
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
有
害
性
の
調
査
に
必
要

な
費
用
の
関
係
す
る
事
業
者
間
に
お
け
る
負
担
の
公
平
に
資
す
る
た
め
、
特
に
必
要
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が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
有
害
性
の
調
査
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
及

び
割
合
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
種
監
視
化
学
物
質
の
指
定
の
取
消
し
）

第
五
条
の
五

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
種
監
視
化

学
物
質
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ
た
と
き
。

二

前
条
第
一
項
の
報
告
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
第
二
条
第
二

項
各
号
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
。

第
二
節

第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
関
す
る
規
制

（
製
造
の
許
可
）

第
六
条

第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
第
一
種
特

定
化
学
物
質
及
び
事
業
所
ご
と
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
所
在
地

三

第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
名
称

四

製
造
設
備
の
構
造
及
び
能
力

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
環

境
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を

製
造
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
製

造
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
欠
格
条
項
）

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
与

え
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
者

三

成
年
被
後
見
人

四

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
許
可
の
基
準
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

そ
の
許
可
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
の
能
力

が
当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
需
要
に
照
ら
し
て
過
大
と
な
ら
な
い
こ
と
。

二

製
造
設
備
が
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
事
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有

す
る
こ
と
。

（
変
更
の
許
可
等
）

（

「

」

。
）

第
十
条

第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者

以
下

許
可
製
造
業
者

と
い
う

は
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産

業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

許
可
製
造
業
者
は
、
第
六
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
に
準
用
す
る
。

４

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
及
び
第
二
項
の
届
出
に
準
用
す
る
。

（
輸
入
の
許
可
）

第
十
一
条

第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
一
種
特
定
化
学
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物
質
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
名
称

三

輸
入
数
量

３

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
に
準
用
す
る
。

（
許
可
の
基
準
等
）

第
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
輸
入
が
当
該
第
一
種
特
定
化
学

物
質
の
需
要
を
満
た
す
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許

可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

第
八
条
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
に
準
用
す
る
。

（
製
品
の
輸
入
の
制
限
）

第
十
三
条

何
人
も
、
政
令
で
定
め
る
製
品
で
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て

い
る
も
の
（
以
下
「
第
一
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
」
と
い
う

）
を
輸
入
し
て

。

は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
政
令
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
、
海
外
に
お
け
る
当
該
第
一
種

特
定
化
学
物
質
の
使
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
の
制
限
）

第
十
四
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
第
一
種
特
定
化
学

物
質
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
用
途
以
外
の
用
途
に
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
用
途
に
つ
い
て
他
の
物
に
よ
る
代
替
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
用
途
が
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
の
製
造
又

は
加
工
に
関
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
用
途
に
当
該
第
一
種
特
定
化
学

物
質
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚

染
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

（
使
用
の
届
出
）

第
十
五
条

第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
業
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業
所

ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
事
項
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
業
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
所
在
地

三

第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
名
称
及
び
そ
の
用
途

２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
使
用
者
」
と
い
う

）
は
、
同
項
各
号
の

。

事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
承
継
）

第
十
六
条

許
可
製
造
業
者
、
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可

輸
入
者
」
と
い
う

）
又
は
届
出
使
用
者
に
つ
い
て
相
続
又
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き

。

は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ

り
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
又
は
合
併
後
存
続

す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
は
、
許
可
製
造
業
者
、
許
可
輸
入

者
又
は
届
出
使
用
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
、
許
可
輸
入
者
又
は
届
出
使
用
者
の
地
位
を

承
継
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
、

許
可
製
造
業
者
又
は
許
可
輸
入
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大

臣
に
、
届
出
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
経
済
産
業
大
臣
又
は

、

主
務
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
適
合
義
務
）

、

、

第
十
七
条

許
可
製
造
業
者
は

そ
の
製
造
設
備
を
第
九
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令

経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

届
出
使
用
者
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
務

省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
善
命
令
）

第
十
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
許
可
製
造
業
者
の
製
造
設
備
が
第
九
条
第
二
号
の
厚

生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て

い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
許
可
製
造
業
者
に
対
し
、
製
造
設
備
に
つ
い
て
そ

の
修
理
又
は
改
造
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

主
務
大
臣
は
、
届
出
使
用
者
が
前
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基

準
に
従
つ
て
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

届
出
使
用
者
に
対
し
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
使
用
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
帳
簿
）

第
十
九
条

許
可
製
造
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
に
つ

い
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
届
出
使
用
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
経
済
産
業
省
令
」
と
あ
る
の
は

「
主
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の

、

と
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
二
十
条

許
可
製
造
業
者
又
は
届
出
使
用
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
許
可
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
に
、
届
出
使

用
者
に
あ
つ
て
は
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

、

。

２

許
可
製
造
業
者
が
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は

許
可
は

そ
の
効
力
を
失
う

３

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
経
済
産
業
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
経
済
産
業
大
臣
又

、

は
主
務
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
二
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
許
可
製
造
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

き
は
、
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

第
八
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
許
可

を
受
け
な
い
で
変
更
し
た
と
き
。

三

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

四

第
三
十
一
条
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
許
可
輸
入
者
が
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八

条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
許
可
に
係
る
第

一
種
特
定
化
学
物
質
が
輸
入
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

３

第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
、
又
は
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
指
定
等
に
伴
う
措
置
命
令
）

第
二
十
二
条

主
務
大
臣
は
、
一
の
化
学
物
質
が
第
一
種
特
定
化
学
物
質
と
し
て
指
定

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
の

際
当
該
化
学
物
質
又
は
当
該
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
の
製
造
又
は
輸
入

の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
当
該
化
学
物
質
又

は
当
該
製
品
の
回
収
を
図
る
こ
と
そ
の
他
当
該
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
進

行
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
一
の
製
品
が
第
一
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
と
し
て
指
定
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要

な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
の
際
当
該
製
品
の
輸
入
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
に

対
し
、
そ
の
輸
入
に
係
る
当
該
製
品
の
回
収
を
図
る
こ
と
そ
の
他
当
該
製
品
に
使
用

さ
れ
て
い
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に

よ
る
環
境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
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必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
、
輸
入
若
し

く
は
使
用
に
係
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
又
は
そ
の
輸
入
に
係
る
第
一
種
特
定
化
学

物
質
使
用
製
品
の
回
収
を
図
る
こ
と
そ
の
他
当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環

境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
た
場
合

当

該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
者

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
輸
入
さ
れ
た

場
合

当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
輸
入
し
た
者

三

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
一
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
が
輸

入
さ
れ
た
場
合

当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
た
者

四

第
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
た
場
合

当
該
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
し
た
者

第
四
章

第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
関
す
る
規
制
等

第
一
節

第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
関
す
る
措
置

（
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
二
十
三
条

第
二
種
監
視
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
者
は
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
種
監
視
化
学
物
質
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
年

度
の
製
造
数
量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
二
種
監
視
化

学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
種
監
視
化
学
物
質
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
項
の
届
出
に

係
る
前
年
度
の
製
造
数
量
及
び
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
つ
き
そ
の
製
造
数
量
及
び
輸
入

数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
）

、

、

、

第
二
十
四
条

厚
生
労
働
大
臣

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は

厚
生
労
働
省
令

経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
第
二
種
監
視
化
学
物

質
に
つ
き
、
第
二
条
第
八
項
の
試
験
成
績
そ
の
他
当
該
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
関

し
て
得
ら
れ
て
い
る
知
見
及
び
そ
の
製
造
、
輸
入
、
使
用
等
の
状
況
か
ら
み
て
、
当

該
第
二
種
監
視
化
学
物
質
が
同
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
当
該
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健
康
に
係
る
被

害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
当
該
第
二
種
監
視
化
学
物
質
に

つ
い
て
同
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た

と
き
は
、
当
該
第
二
種
監
視
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者
（
こ
れ

ら
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む

）
。

に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
有
害
性
の
調
査

（
当
該
化
学
物
質
が
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

）
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

。

報
告
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
が
あ
つ
た
と

き
は
、
そ
の
報
告
に
係
る
第
二
種
監
視
化
学
物
質
が
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
報
告
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
有
害
性
の
調
査
に
必
要

な
費
用
の
関
係
す
る
事
業
者
間
に
お
け
る
負
担
の
公
平
に
資
す
る
た
め
、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
有
害
性
の
調
査
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
及

び
割
合
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
二
種
監
視
化
学
物
質
の
指
定
の
取
消
し
）

第
二
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
二
種
監
視
化

学
物
質
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
指

定
さ
れ
た
と
き
（
当
該
第
二
種
監
視
化
学
物
質
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と

に
よ
り
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二

種
監
視
化
学
物
質
が
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
を
含

む

。
。
）

二

前
条
第
一
項
の
報
告
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
第
二
条
第
三
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項
第
一
号
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
。

第
二
節

第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
関
す
る
措
置

（
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
二

第
三
種
監
視
化
学
物
質
（
第
二
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
公
示
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ

）
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
種
監
視
化
学
物
質
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
年
度
の
製
造
数

量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
第
三
種
監
視
化
学
物
質
を
製

造
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
種
監
視
化
学
物
質
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
項
の
届
出
に

係
る
前
年
度
の
製
造
数
量
及
び
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
つ
き
そ
の
製
造
数
量
及
び
輸
入

数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
）

第
二
十
五
条
の
三

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
つ
き
、
第
四
条
第
七
項

（
第
四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
規
定
す
る
試
験
の

。

試
験
成
績
そ
の
他
当
該
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
関
し
て
得
ら
れ
て
い
る
知
見
及
び

そ
の
製
造
、
輸
入
、
使
用
等
の
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
第
三
種
監
視
化
学
物
質
が
第

二
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
第
三
種
監
視
化
学

物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
に
よ
り
生
活
環
境
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
に
係
る
被
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
当
該
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
つ

い
て
同
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た
と

き
は
、
当
該
第
三
種
監
視
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者
（
こ
れ
ら

の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む

）
に

。

対
し
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
有
害
性
の
調
査
（
継
続
的
に
当
該
化

学
物
質
が
摂
取
さ
れ
、
又
は
こ
れ
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
生
活
環
境
動
植
物

の
生
息
又
は
生
育
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同

じ

）
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
報
告

に
係
る
第
三
種
監
視
化
学
物
質
が
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を

判
定
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
報
告
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
有
害
性
の
調
査
に
必
要

な
費
用
の
関
係
す
る
事
業
者
間
に
お
け
る
負
担
の
公
平
に
資
す
る
た
め
、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
有
害
性
の
調
査
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
及

び
割
合
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
三
種
監
視
化
学
物
質
の
指
定
の
取
消
し
等
）

第
二
十
五
条
の
四

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
三
種
監
視
化
学
物
質
が
第

二
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ

た
と
き
（
当
該
第
三
種
監
視
化
学
物
質
が
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
第

二
種
特
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
三
種
監
視
化
学

物
質
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
を
含
む

）
は
、
第
三

。

種
監
視
化
学
物
質
の
指
定
を
取
り
消
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
報
告
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ

た
知
見
に
基
づ
き
、
第
三
種
監
視
化
学
物
質
が
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
し
な

い
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
第
三
種
監
視
化
学
物
質
の
名
称

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
関
す
る
規
制

（
製
造
予
定
数
量
の
届
出
等
）

第
二
十
六
条

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
若
し
く
は
輸
入
す
る
者
又
は
政
令

で
定
め
る
製
品
で
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
第
二

種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
」
と
い
う

）
を
輸
入
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で

。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用

製
品
ご
と
に
、
毎
年
度
、
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
若
し
く
は

輸
入
予
定
数
量
又
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
輸
入
予
定
数
量
そ
の
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他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
た
め
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
若
し
く
は

輸
入
す
る
と
き
、
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
す
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
の
届
出
に
係
る
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又

は
輸
入
予
定
数
量
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後

の
も
の
）
を
超
え
て
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
及

び
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
製
造
、
輸
入
及
び
使
用
の
状
況
、
第
二
種
特

定
化
学
物
質
に
対
す
る
次
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
実
施
の
効
果

等
に
照
ら
し
、
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健
康

に
係
る
被
害
又
は
生
活
環
境
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
係
る
被
害
が
生
じ
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入

又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
輸
入
を
制
限
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
事

態
が
生
じ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
（
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
も
の
）
を
変
更
す

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
ご
と
に
、
毎

年
度
、
前
年
度
の
製
造
数
量
又
は
輸
入
数
量
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
政
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
技
術
上
の
指
針
の
公
表
等
）

第
二
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
、
第
二
種
特
定
化
学
物

質
の
製
造
の
事
業
を
営
む
者
、
業
と
し
て
第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
者
そ

の
他
の
業
と
し
て
第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
取
り
扱
う
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
取
扱
事
業
者
」
と
い
う

）
が
そ
の
取
扱
い
に
係
る
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質

。

に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
技
術
上
の
指
針

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
上
の
指
針
を
公
表
し
た
場
合
に
お
い
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
係
る
取
扱
事
業
者

に
対
し
、
そ
の
技
術
上
の
指
針
を
勘
案
し
て
、
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
表
示
等
）

第
二
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
二
種
特
定
化

学
物
質
ご
と
に
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
政
令
で
定
め
る
製
品
で
第
二
種
特
定

化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
容
器
、
包
装
又
は
送
り
状
に
当
該
第
二
種
特

定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
し
表
示
す
べ
き

事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

取
扱
事
業
者
は
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
前
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
で
第

、

、

二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
譲
渡
し

又
は
提
供
す
る
と
き
は

厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る

取
扱
事
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
取
扱
事
業
者
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
表
示
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

雑
則

（
勧
告
）

第
二
十
九
条

主
務
大
臣
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
以
外
の
化
学
物
質
に
つ
い
て
第

二
条
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
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お
い
て
、
当
該
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者
又
は
業
と
し
て

当
該
化
学
物
質
を
使
用
す
る
者
に
対
し
、
当
該
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
又

は
使
用
の
制
限
に
関
し
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
以
外
の
化
学
物
質
に
つ
い
て
第
二
条
第
三

項
の
要
件
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
化

学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
進
行
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当

該
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者
又
は
業
と
し
て
当
該
化
学
物

質
を
使
用
す
る
者
に
対
し
、
当
該
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
の
制
限
又
は
使

用
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
三
十
条

主
務
大
臣
は
、
第
一
種
監
視
化
学
物
質
、
第
二
種
監
視
化
学
物
質
若
し
く

は
第
三
種
監
視
化
学
物
質
（
以
下
「
監
視
化
学
物
質
」
と
総
称
す
る

）
又
は
第
二

。

種
特
定
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
の
事
業
を
営

む
者
、
業
と
し
て
当
該
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
者

そ
の
他
の
業
と
し
て
当
該
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
取
り
扱
う

者
に
対
し
、
そ
の
取
扱
い
の
方
法
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
許
可
の
条
件
）

第
三
十
一
条

許
可
に
は
、
条
件
を
付
し
、
及
び
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
条
件
は
、
許
可
に
係
る
事
項
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
最
小
限

度
の
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
許
可
を
受
け
る
者
に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
有
害
性
情
報
の
報
告
等
）

第
三
十
一
条
の
二

監
視
化
学
物
質
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
、
第
四
条
第
四
項
（
第

四
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
五
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
化
学
物
質
、
第

。

三
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
四
条
の
二
第
四
項
の
確
認
に
係
る
新
規
化
学
物
質

又
は
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
商
産
業
大
臣
が
公
示
し
た
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
既
存
化
学
物
質
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
（
以
下
「
報
告
対

象
物
質
」
と
い
う

）
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸

。

入
し
た
報
告
対
象
物
質
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
試
験
の
項
目
又
は

第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
に
係
る
試
験
を
行
つ
た
場
合
（
当
該
試
験
を
行
つ

た
と
同
等
の
知
見
（
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る

）
が
得
ら
れ
た
場
合

。

を
含
む

）
で
あ
つ
て
、
報
告
対
象
物
質
が
次
に
掲
げ
る
性
状
を
有
す
る
こ
と
を
示

。

す
知
見
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
が
得

ら
れ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
及
び
当
該
知
見
の
内
容
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び

環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二

十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
有
害
性

の
調
査
に
よ
り
当
該
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
そ

の
内
容
を
報
告
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

生
物
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

四

動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五

報
告
対
象
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ

る
場
合
に
は

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物
質

元

、

（

素
を
含
む

）
が
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
そ
の
他
に
よ

つ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
一
の
報
告
対
象
物
質
が
第
二
条
第
二
項
各
号
、
第

三
項
各
号
、
第
四
項
各
号
若
し
く
は
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
同

条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

、

。

く

第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
指
定
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
四
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条
の
二
第
四
項
の
確
認
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

、

、

２

経
済
産
業
大
臣
又
は
主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
、
許
可
製
造
業
者
若
し
く
は
許
可
輸
入
者
、
届
出
使
用
者
又
は
第
二
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
又
は

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
立
入
検
査
等
）

第
三
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第

五
号
又
は
第
四
条
の
二
第
四
項
の
確
認
を
受
け
た
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に

立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
化
学
物
質
を
収
去
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

、

、

２

経
済
産
業
大
臣
又
は
主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
職
員
に
、
許
可
製
造
業
者
若
し
く
は
許
可
輸
入
者
、
届
出
使
用
者

又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業

、

、

、

、

所
に
立
ち
入
り

帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

関
係
者
に
質
問
さ
せ

又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
化
学
物
質
を
収
去
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
第

二
十
二
条
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な

最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
化
学
物
質
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価

技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
に
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

。

定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
又
は
収
去
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
立
入
検
査
、
質
問
又
は
収
去
を

行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
機
構
に
対
し
、
当
該
立
入
検
査
の
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
示
し
て
こ
れ
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

７

機
構
は
、
前
項
の
指
示
に
従
つ
て
第
五
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
、
質
問
又
は
収

、

。

去
を
行
つ
た
と
き
は

そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

８

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証

明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、

、

９

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

質
問
及
び
収
去
の
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
に
対
す
る
命
令
）

第
三
十
三
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
、
質
問

又
は
収
去
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
機
構
に
対
し
、
当
該
業
務
に
関
し
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
機
構
の
収
去
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
）

第
三
十
三
条
の
三

機
構
が
行
う
収
去
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣

に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
要
請
）

第
三
十
四
条

環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
大
臣
に
対
し
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令

経
済
産
業
大
臣

二

第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
命
令

主
務
大
臣

（
手
数
料
）

第
三
十
五
条

第
六
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
聴
聞
の
特
例
）
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第
三
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

処
分
に
係
る
利
害
関
係
人
が
当
該
聴
聞
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
た

と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
異
議
申
立
て
の
手
続
に
お
け
る
意
見
の
聴
取
）

第
三
十
七
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
（
却
下
の
決
定
を
除
く

）
は
、
そ
の
処
分
に
係
る
者
に
対
し
、
相
当
な
期
間
を

。

お
い
て
予
告
を
し
た
上
、
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
し
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
予
告
に
お
い
て
は
、
期
日
、
場
所
及
び
事
案
の
内
容
を
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

第
一
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
そ
の
処
分
に
係
る
者
及
び
利
害
関
係
人
に

対
し
、
そ
の
事
案
に
つ
い
て
証
拠
を
提
示
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
経
過
措
置
）

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ

、

（

。
）

れ
る
範
囲
内
に
お
い
て

所
要
の
経
過
措
置

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
三
十
九
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
又
は
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
徴
収
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
質
問
若

し
く
は
収
去
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
を
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
命
令
、
報

告
の
徴
収
若
し
く
は
検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去
の
対
象
と
な
る
者
の
行
う
事
業

を
所
管
す
る
大
臣

二

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術

上
の
指
針
の
公
表
、
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
（
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
も
の

を
除
く

、
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
第
三
十
三

。
）

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
こ
れ
ら
の
命
令
、
技
術
上
の
指
針
の
公

表
、
勧
告
、
指
導
、
助
言
、
報
告
の
徴
収
又
は
検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去
の
対

象
と
な
る
者
の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

三

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
（
第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
も

の
に
限
る

）
に
関
し
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
こ
れ
ら
の
指
導

。

又
は
助
言
の
対
象
と
な
る
者
の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

２

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
帳
簿
の
備
付
け
、
記
載
及
び
保
存
に
関
し
て
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使

用
す
る
者
の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
発
す
る
命
令

二

第
十
七
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
者
の
行
う
事
業
を

所
管
す
る
大
臣
の
発
す
る
命
令

（
他
の
法
令
と
の
関
係
）

第
四
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
で
あ
る
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
第
三
条
、
第
五
条

の
二
第
一
項
、
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第

七
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、

第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

の
規
定
を
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
に

つ
い
て
は
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
を
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質

が
使
用
さ
れ
て
い
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
は
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
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第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
の
原
材
料
と
し
て
の
化
学

物
質
の
使
用
に
つ
い
て
は
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定

を
適
用
せ
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
食
品
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
加
物
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容

器
包
装
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
お
も
ち
や
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
洗
浄
剤

二

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
農
薬

三

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
普
通
肥
料

四

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
飼
料
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
飼
料
添
加
物

五

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

医
薬
品
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
化

粧
品
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具

（
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
）

第
四
十
一
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

）
で
政
令

。

で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
二
項
の
政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

（
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
条
の
二
第
八
項
又
は
第
五
条
の
四
第

二
項
の
判
定
に
基
づ
き
そ
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く

、
又
は
第

。
）

二
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の

政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

第
二
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
条
の
二
第
八
項
の
判
定
に
基
づ
き
そ
の
指
定
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
を
除
く

。
。
）

三

第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は

第
八
項
、
第
五
条
の
四
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
第
二
項
の
判
定
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
。

四

第
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
指
示
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
。

五

第
二
十
六
条
第
四
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
二
条
第
六
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
（
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
条
の
二
第
八
項
の
判
定
に
基
づ
き

そ
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く

、
又
は
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の

。
）

指
示
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
判
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審

議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

第
六
章

罰
則

第
四
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
の
事
業

を
営
ん
だ
者

二

第
七
条
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
輸
入
し
た
者

四

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
者

五

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
四
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し

た
者

二

第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
者

四

第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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含
む

）
の
規
定
に
違
反
し
て
第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
若
し
く
は
輸

。

入
し
た
者
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
た
者

第
四
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
若
し
く

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
設
備
の
構
造
又
は
能
力
を
変
更
し
た

者
二

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者

三

第
十
八
条
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

違
反
し
た
者

第
四
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

一

第
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規

。

定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を

し
、
又
は
同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の

。

規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
者

二

第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は

第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

三

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

四

第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査
若
し
く
は
収
去
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て

答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

第
四
十
六
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に

定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
四
十
二
条

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
四
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号

五
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

三

第
四
十
三
条
第
三
号
、
第
四
十
四
条
又
は
前
条

各
本
条
の
罰
金
刑

第
四
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
。

一

第
十
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項

又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者

二

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を

し
た
者

第
四
十
八
条

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
［
昭
和
四
十

九
年
四
月
十
六
日
］
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
既
存
化
学
物
質
名
簿
）

第
二
条

通
商
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
際
現
に
業
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又

は
輸
入
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
（
試
験
研
究
の
た
め
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ

、

。
）

て
い
る
も
の
及
び
試
薬
と
し
て
製
造
さ
れ

又
は
輸
入
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

の
名
称
を
記
載
し
た
表
（
以
下
「
既
存
化
学
物
質
名
簿
」
と
い
う

）
を
作
成
し
、

。

こ
れ
を
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
既
存
化
学
物
質
名
簿
に
関
し
、
訂
正

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
公
示
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
限
り
、
そ
の
旨
を
通
商
産
業
大
臣
に
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

通
商
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
化
学
物
質
の
名
称
を
既
存
化
学
物
質

名
簿
に
追
加
し
、
又
は
既
存
化
学
物
質
名
簿
か
ら
消
除
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を

そ
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

通
商
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
追
加
又
は
消
除
を
行
な
つ
た
既
存
化
学

物
質
名
簿
を
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
既

存
化
学
物
質
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
以
外
の
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸

入
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
を
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

者
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
あ

」

、「

」

。

ら
か
じ
め

と
あ
る
の
は

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

と
す
る

第
四
条

附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
商
産
業
大
臣
が
公
示
し
た
既
存
化
学

物
質
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
（
こ
の
法
律
の
施
行
後
新
た
に
製
造
又
は

輸
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
化
学
物
質
で
第
二
条
第
七
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
化
学
物
質
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
化
学
物
質
に
あ
つ
て
は
、
同
条

第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

）
以
外
の
も
の
を
含
む

）
の
う
ち
、

。

。

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
特
に
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す

る
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
き

当
該
試
験
を
行
つ
た
場
合

当

、

（

該
試
験
を
行
つ
た
と
同
等
の
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
を
含
む

）
に
は
、
第
二
条
第

。

八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
の
試
験
成
績
（
当
該
試
験
を
行
つ
た

と
同
等
の
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
知
見
を
含
む

）
は
、
第
四
条
第

。

七
項
の
試
験
の
試
験
成
績
と
み
な
す
。

附

則

（
平
成
一
五
年
五
月
二
八
日
法
律
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
化
学
物
質
の
審
査

及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
に
よ
り
同
条
の
届
出
を
し
な
い
で
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸

入
し
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う

）
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

。

正
後
の
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と

い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
届
出
を
し
な
い
で
、
引

。

き
続
き
当
該
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に

お
い
て
も
、
新
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
確
認
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な

経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の

施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

立
入
検
査
、
質
問
又
は
収
去
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化

学

物

質

の

審

査

及

び

製

造

等

の

規

制

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

平

成

十

五

年

四

月

十

七

日

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会

政

府

は

、

本

法

施

行

に

当

た

り

、

次

の

諸

点

に

つ

い

て

適

切

な

措

置

を

講

ず

べ

き

で

あ

る

。

一

既

存

化

学

物

質

の

安

全

性

点

検

に

つ

い

て

は

、

国

際

的

な

役

割

分

担

に

よ

る

有

害

性

評

価

を

促

進

す

る

と

と

も

に

、

官

民

の

連

携

に

よ

る

有

害

性

評

価

の

計

画

的

推

進

を

図

る

こ

と

。

二

リ

オ

宣

言

第

十

五

原

則

に

規

定

す

る

予

防

的

な

取

組

方

法

を

踏

ま

え

、

化

学

物

質

の

リ

ス

ク

低

減

の

た

め

の

総

合

的

管

理

方

策

の

検

討

を

進

め

る

こ

と

。

ま

た

、

化

学

物

質

の

妊

婦

・

子

供

等

へ

の

影

響

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

。

三

土

壌

生

態

系

を

含

め

生

態

系

全

体

へ

の

影

響

を

客

観

的

に

評

価

・

把

握

す

る

た

め

の

研

究

を

推

進

し

、

知

見

の

集

積

を

図

る

と

と

も

に

、

生

態

毒

性

試

験

及

び

審

査

の

実

施

の

た

め

の

体

制

の

整

備

を

急

ぐ

こ

と

。

四

内

分

泌

攪

乱

作

用

が

疑

わ

れ

る

化

学

物

質

に

つ

い

て

の

科

学

的

知

見

の

集

積

を

促

進

す

る

と

と

も

に

、

い

わ

ゆ

る

化

学

物

質

過

敏

症

に

関

す

る

知

見

の

集

積

を

図

り

、

そ

の

対

応

の

在

り

方

を

検

討

す

る

こ

と

。

な

お

、

良

分

解

性

化

学

物

質

の

リ

ス

ク

評

価

を

推

進

し

、

必

要

な

対

策

を

講

ず

る

こ

と

。

五

化

学

物

質

に

関

す

る

情

報

を

積

極

的

に

公

開

し

、

化

学

物

質

に

関

す

る

情

報

を

市

民

や

関

係

者

が

広

く

共

有

で

き

る

体

系

的

な

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

を

整

備

す

る

と

と

も

に

、

リ

ス

ク

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

推

進

を

図

る

こ

と

。

六

事

前

確

認

に

よ

り

製

造

輸

入

が

認

め

ら

れ

る

新

規

化

学

物

質

に

つ

い

て

、

事

後

監

視

の

徹

底

を

図

る

こ

と

。
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化

学

物

質

の

審

査

及

び

製

造

等

の

規

制

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

平

成

十

五

年

五

月

二

十

一

日

衆

議

院

経

済

産

業

委

員

会

政

府

は

、

我

が

国

化

学

産

業

の

国

際

競

争

力

の

強

化

の

必

要

性

に

留

意

し

つ

つ

、

化

学

物

質

の

リ

ス

ク

評

価

・

管

理

の

適

切

な

実

施

に

よ

っ

て

環

境

の

汚

染

を

未

然

に

防

止

す

る

た

め

、

本

法

施

行

に

当

た

り

、

次

の

諸

点

に

つ

い

て

適

切

な

措

置

を

講

ず

べ

き

で

あ

る

。

一

人

の

健

康

へ

の

影

響

の

観

点

か

ら

既

に

審

査

済

み

と

な

っ

て

い

る

化

学

物

質

に

つ

い

て

も

、

動

植

物

へ

の

影

響

に

関

す

る

評

価

を

促

進

す

る

た

め

必

要

な

対

策

を

講

ず

る

こ

と

。

二

第

二

種

監

視

化

学

物

質

等

の

監

視

化

学

物

質

に

つ

い

て

、

環

境

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

、

リ

ス

ク

評

価

等

を

進

め

、

事

業

者

に

よ

る

有

害

性

調

査

の

結

果

と

併

せ

て

、

必

要

に

応

じ

、

第

二

種

特

定

化

学

物

質

等

へ

の

指

定

を

進

め

る

こ

と

。

三

化

学

物

質

に

よ

る

環

境

の

汚

染

、

人

の

健

康

及

び

野

生

生

物

へ

の

影

響

と

い

っ

た

実

態

の

把

握

を

進

め

る

と

と

も

に

、

影

響

メ

カ

ニ

ズ

ム

に

関

す

る

調

査

研

究

を

行

い

、

人

の

健

康

及

び

動

植

物

へ

の

被

害

の

未

然

防

止

に

努

め

る

こ

と

。

四

水

生

生

物

の

保

護

の

た

め

の

環

境

基

準

の

設

定

、

化

学

物

質

の

排

除

段

階

で

の

対

応

等

を

含

め

、

生

態

系

保

全

を

視

野

に

入

れ

た

化

学

物

質

対

策

の

強

化

を

図

る

こ

と

。

五

事

業

者

に

よ

る

よ

り

安

全

な

化

学

物

質

の

開

発

の

奨

励

及

び

促

進

を

図

る

こ

と

。

六

政

府

部

内

の

連

携

及

び

制

度

間

の

連

携

に

よ

り

、

よ

り

効

果

的

か

つ

効

率

的

な

化

学

物

質

対

策

の

実

施

に

努

め

る

こ

と

。

ま

た

、

国

際

的

な

化

学

物

質

対

策

の

強

化

に

積

極

的

に

貢

献

す

る

こ

と

。
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○政令

・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定

める政令

・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

）（下線は、今回改正部分

・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経

過措置を定める政令
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政
令
第
四
百
十
八
号
（
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
）

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則
第
三
条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
期
日
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日

と
し
、
同
法
附
則
第
三
条
の
規
定
の
施
行
期
日
は
同
年
二
月
一
日
と
す
る
。
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化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
九
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
二
号
）

改
正

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

政
令
第
四
百
十
九
号

内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
三

条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。
（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
化
学

物
質
と
す
る
。

一

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

二

ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン
（
塩
素
数
が
三
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

三

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

四

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・

八
・
八
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―

ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
。
第
三
条
の
表
第
三
号
に
お

い
て
「
ア
ル
ド
リ
ン
」
と
い
う
。
）

五

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六
・
七
―
エ
ポ
キ
シ
―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―

一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
デ
ィ
ル
ド
リ

ン
。
第
三
条
の
表
第
四
号
に
お
い
て
「
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
」
と
い
う
。
）

六

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六
・
七
―
エ
ポ
キ
シ
―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―
エ
ン
ド
―

一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
エ
ン
ド
リ
ン

）
七

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
。
第
三
条
の
表
第
三
号
に
お
い
て
「
Ｄ
Ｄ
Ｔ
」
と

い
う
。
）

八

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
オ
ク
タ
ク
ロ
ロ
―
二
・
三
・
三

ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン

デ
ン
、
一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
―
三
ａ
・
四
・

七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
及
び

こ
れ
ら
の
類
縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ク
ロ
ル
デ
ン
又
は
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル

。
第
三
条
の
表
第
五
号
に
お
い
て
「
ク
ロ
ル
デ
ン
類
」
と
い
う
。
）

九

ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）
＝
オ
キ
シ
ド

十

Ｎ
・

―
ジ
ト
リ
ル
―
パ
ラ
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
、
Ｎ
―
ト
リ
ル
―

Ｎ′

―
キ
シ
リ
ル
―
パ
ラ
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
又
は
Ｎ
・

―
ジ
キ
シ
リ

Ｎ′

Ｎ′

ル
―
パ
ラ
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

十
一

二
・
四
・
六
―
ト
リ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

十
二

ポ
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―
メ
チ
リ
デ
ン
ビ
シ
ク
ロ
［

二
・
二
・
一
］
ヘ
プ
タ
ン
（
別
名
ト
キ
サ
フ
ェ
ン
）

十
三

ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
二
・
六
〇
・
三
・
九

〇
・
四
・
八
〇
］
デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
。
第
三
条
の
表
第
九
号
に

お
い
て
「
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
。
）

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
化

学
物
質
と
す
る
。

一

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

二

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

四
塩
化
炭
素

四

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
＝
Ｎ
・
Ｎ
－
ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
マ
ー
ト

五

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
＝
フ
ル
オ
リ
ド

六

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
＝
ア
セ
タ
ー
ト

七

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
＝
ク
ロ
リ
ド

八

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
＝
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ド

九

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
脂
肪
酸
塩
（
脂
肪
酸
の
炭
素
数
が
九
、
十
又
は
十
一
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の
も
の
に
限
る
。
）

十

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
＝
ク
ロ
ロ
ア
セ
タ
ー
ト

十
一

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
メ
タ
ク
リ
ラ
ー
ト

十
二

ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）
＝
フ
マ
ラ
ー
ト

十
三

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
フ
ル
オ
リ
ド

十
四

ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）
＝
二
・
三
―
ジ
ブ
ロ
モ
ス
ク
シ
ナ
ー
ト

十
五

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ア
セ
タ
ー
ト

十
六

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ラ
ウ
ラ
ー
ト

十
七

ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）
＝
フ
タ
ラ
ー
ト

十
八

ア
ル
キ
ル
＝
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
・
メ
チ
ル
＝
メ
タ
ク
リ
ラ
ー
ト
・
ト
リ
ブ

チ
ル
ス
ズ
＝
メ
タ
ク
リ
ラ
ー
ト
共
重
合
物
（
ア
ル
キ
ル
＝
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
の

ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
八
の
も
の
に
限
る
。
）

十
九

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ス
ル
フ
ァ
マ
ー
ト

二
十

ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）
＝
マ
レ
ア
ー
ト

二
十
一

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ク
ロ
リ
ド

二
十
二

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
こ

の
類
縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ナ
フ
テ
ナ
ー
ト
）

二
十
三

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
一
・
二
・
三
・
四
・
四
ａ
・
四
ｂ
・
五
・
六
・

十
・
十
ａ
―
デ
カ
ヒ
ド
ロ
―
七
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
一
・
四
ａ
―
ジ
メ
チ
ル

―
一
―
フ
ェ
ナ
ン
ト
レ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
こ
の
類
縁
化
合
物
の
混

合
物
（
別
名
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
ロ
ジ
ン
塩
）

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
を
他
の
化
学
物
質
の
中
間
物
と
し
て
製
造
し
、
又
は
輸
入

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
当
該
他
の
化
学
物
質
と
な
る

ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
。

二

新
規
化
学
物
質
を
施
設
又
は
設
備
の
外
へ
排
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
方

法
で
使
用
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化

学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
と
き
。

三

新
規
化
学
物
質
を
輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
（
そ

の
輸
出
が
新
規
の
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令

、
環
境
省
令
で
定
め
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

）
で
あ
つ
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
輸
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ

の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
。

２

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

（
審
査
の
特
例
等
の
対
象
と
な
る
場
合
）

第
二
条
の
二

法
第
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
十
ト

ン
と
す
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
製
品
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
製
品
（

日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と

し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
一
種
特
定
化

製

品

学
物
質

一

ポ
リ
塩
化

一

潤
滑
油
、
切
削
油
及
び
作
動
油

ビ
フ
ェ
ニ
ル

二

接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除
く
。
）
、
パ
テ

及

び
閉
そ
く
用
又
は
シ
ー
リ
ン
グ
用
の
充
て
ん
料
三

塗
料

（
水
系
塗
料
を
除
く
。
）
、
印
刷
用
イ
ン
キ
及
び

感
圧

複
写
紙

四

液
体
を
熱
媒
体
と
す
る
加
熱
用
又
は
冷
却
用
の
機

器
五

油
入
変
圧
器
並
び
に
紙
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
油
入
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コ
ン

デ
ン
サ
ー
及
び
有
機
皮
膜
コ
ン
デ
ン
サ
ー

六

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信

機

及
び
電
子
レ
ン
ジ

二

ポ
リ
塩
化

一

潤
滑
油
及
び
切
削
油

ナ
フ
タ
レ
ン

二

木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及
び
か
び
防
止
剤

（
塩
素
数
が

三

塗
料
（
防
腐
用
、
防
虫
用
又
は
か
び
防
止
用
の
も

三
以
上
の
も

の

に
限
る
。
）

の
に
限
る
。

）
三

ア
ル
ド
リ

一

木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及
び
か
び
防
止
剤

ン
及
び
Ｄ
Ｄ

二

塗
料
（
防
腐
用
、
防
虫
用
又
は
か
び
防
止
用
の
も

Ｔ

の

に
限
る
。
）

四

デ
ィ
ル
ド

一

木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及
び
か
び
防
止
剤

リ
ン

二

塗
料
（
防
腐
用
、
防
虫
用
又
は
か
び
防
止
用
の
も

の

に
限
る
。
）

三

羊
毛
（
脂
付
き
羊
毛
を
除
く
。
）

五

ク
ロ
ル
デ

一

木
材
用
の
防
腐
剤
及
び
防
虫
剤

ン
類

二

木
材
用
の
接
着
剤

三

塗
料
（
防
腐
用
又
は
防
虫
用
の
も
の
に
限
る
。
）

四

防
腐
木
材
及
び
防
虫
木
材

五

防
腐
合
板
及
び
防
虫
合
板

六

ビ
ス
（
ト

一

防
腐
剤
及
び
か
び
防
止
剤

リ
ブ
チ
ル
ス

二

塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水
中
の
生
物
の
付

ズ
）
＝
オ
キ

着

防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
印
刷
用
イ
ン
キ

シ
ド

三
漁

網

七

Ｎ
・

―

一

ゴ
ム
老
化
防
止
剤

Ｎ′

ジ
ト
リ
ル
―

二

ス
チ
レ
ン
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム

パ
ラ
―
フ
ェ

ニ
レ
ン
ジ
ア

ミ
ン
、
Ｎ
―

ト
リ
ル
―
Ｎ′

―
キ
シ
リ
ル

―
パ
ラ
―
フ

ェ
ニ
レ
ン
ジ

ア
ミ
ン
又
は

Ｎ
・

―
ジ

Ｎ′

キ
シ
リ
ル
―

パ
ラ
―
フ
ェ

ニ
レ
ン
ジ
ア

ミ
ン

八

二
・
四
・

一

酸
化
防
止
剤
そ
の
他
の
調
製
添
加
剤
（
潤
滑
油
用

六
―
ト
リ
―

又

は
燃
料
油
用
の
も
の
に
限
る
。
）

タ
ー
シ
ャ
リ

二

潤
滑
油

―
ブ
チ
ル
フ

ェ
ノ
ー
ル

九

マ
イ
レ
ッ

木
材
用
の
防
虫
剤

ク
ス

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
予
定
数
量
等
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
製
品
）

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
第
一
条
の
二
第
十

一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
（
次
条
の
表
第

三
号
に
お
い
て
「
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
塗

料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水
中
の
生
物
の
付
着
防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）

と
す
る
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
容
器
等
に
表
示
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
製
品
）

第
五
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
製
品

と
す
る
。

第
二
種
特
定
化

製

品
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学
物
質

一

ト
リ
ク
ロ

一

接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除
く
。
）

ロ
エ
チ
レ
ン

二

塗
料
（
水
系
塗
料
を
除
く
。
）

三

金
属
加
工
油

四

洗
浄
剤

二

テ
ト
ラ
ク

一

加
硫
剤

ロ
ロ
エ
チ
レ

二

接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除
く
。
）

ン

三

塗
料
（
水
系
塗
料
を
除
く
。
）

四

洗
浄
剤

五

繊
維
製
品
用
仕
上
加
工
剤

三

ト
リ
ブ
チ

一

防
腐
剤
及
び
か
び
防
止
剤

ル
ス
ズ
化
合

二

塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水
中
の
生
物
の
付

物

着
防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）

（
手
数
料
）

第
六
条

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

一

法
第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

二
十
一
万
二
千
二
百
円

す
る
者

二

法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

十
一
万
七
千
八
百
円

す
る
者

三

法
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

四
万
四
千
円

と
す
る
者

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
七
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

経
済
産
業
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

２

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。
経
済
産
業
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三

条
の
規
定
は
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
を

定
め
る
政
令
の
廃
止
）

２

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
を

定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
平
成
一
五
年
九
月
一
九
日
政
令
第
四
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
者
）

２

改
正
法
附
則
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
に
係
る
医
薬
品
の
中
間
物
と
し
て
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入

す
る
者
と
す
る
。
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政
令
第
五
百
三
十
号
（
平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
）

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届

出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
の
判
定
、
そ
の
結
果
の
通
知
、
そ
の
名
称
の
公
示
、
指
定
化
学
物
質
の
指
定
並
び
に
そ
の
製
造
及
び
輸
入
の
制
限
（
同

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い

る
指
定
化
学
物
質
（
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
改
正
法
の
施
行
の
日
以
後
に
指
定
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正

後
の
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
第
二
種
監
視
化
学
物
質
と
み
な
す
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
法
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
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○省令

・新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有

害性の調査の項目等を定める省令

）（下線は、今回改正部分

・第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令

・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令

）（下線は、今回改正部分

・経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

）（下線は、今回改正部分
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新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
第
一
種
監
視
化
学
物
質
及
び
第
二
種
監
視
化

学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令

（

）

昭
和
四
十
九
年
七
月
十
三
日

総
理
府
・
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号

改

正

平

成

十

五

年

十

一

月

二

十

一

日

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三
号

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

。
）

（

。
）

う

第
四
条
第
一
項

法
第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

及
び
第
四
条
の
二
第
二
項
の
判
定
は
、
届
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
既
に

得
ら
れ
て
い
る
そ
の
構
造
式
、
示
性
式
、
成
分
組
成
、
物
理
化
学
的
性
状
、
生
物
に

対
す
る
挙
動
等
に
関
す
る
知
見
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
四
条
第
二
項
（
法
第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む

）
の
判
定
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
と
判
定
さ
れ
た
新

。
規
化
学
物
質
（
当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
第
一
号
の
試
験
を
実
施
し
た
結
果
生

成
し
た
と
認
め
ら
れ
た
化
学
物
質
（
元
素
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
が
あ
る
場
合
に

。

は
、
当
該
化
学
物
質
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に

。

掲
げ
る
試
験
を
実
施
し
、
そ
の
試
験
成
績
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

一

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
微
生
物
等
に
よ
る
化
学
物
質
の
分
解
度
試
験

二

生
物
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
魚
介

類
の
体
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
濃
縮
度
試
験
又
は
一

オ
ク
タ
ノ
ー
ル
と
水
と

－

の
間
の
分
配
係
数
測
定
試
験

三

継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
化
学
物
質
の
慢
性
毒
性
試
験
、
生
殖
能
及
び
後
世

代
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
試
験
、
催
奇
形
性
試
験
、
変
異
原
性
試
験
、
が
ん
原

性
試
験
、
生
体
内
運
命
に
関
す
る
試
験
及
び
薬
理
学
的
試
験

四

継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
高
次
捕
食
動
物
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号

ロ
（
２
）
に
規
定
す
る
高
次
捕
食
動
物
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
生
息
又
は
生

。

育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
化
学

物
質
の
ほ
乳
類
の
生
殖
能
及
び
後
世
代
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
試
験
並
び
に
鳥

類
の
繁
殖
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
試
験

２

新
規
化
学
物
質
が
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
も
の
で
あ

（

。
）

る
か
ど
う
か
の
判
定

同
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
除
く

に
あ
つ
て
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合

に
は
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ほ

乳
類
を
用
い
る
二
十
八
日
間
の
反
復
投
与
毒
性
試
験
並
び
に
細
菌
を
用
い
る
復
帰
突

然
変
異
試
験
及
び
ほ
乳
類
培
養
細
胞
を
用
い
る
染
色
体
異
常
試
験
に
よ
る
変
異
原
性

試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
き
判
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

新
規
化
学
物
質
が
法
第
二
条
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
の
判
定
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
動
植
物

の
生
息
又
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
藻
類
生
長
阻
害
試
験
、
ミ
ジ
ン
コ
急
性
遊
泳
阻
害
試
験
及
び
魚
類
急
性
毒
性

試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
き
判
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
二

法
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
五
項
の
指
定
を
行
う
際
の
試

験
の
試
験
成
績
は
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
試
験
の
試

験
成
績
又
は
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上

の
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
試
験
の
試
験
成
績
と
す
る
。

第
二
条
の
三

法
第
四
条
の
二
第
三
項
の
判
定
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る

も
の
と
判
定
さ
れ
た
新
規
化
学
物
質
（
当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
第
一
号
の
試

験
を
実
施
し
た
結
果
生
成
し
た
と
認
め
ら
れ
た
化
学
物
質
（
元
素
を
含
む
。
以
下
同

じ

）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
化
学
物
質

）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

。

。

試
験
を
実
施
し
、
そ
の
試
験
成
績
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

一

自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
微
生
物
等
に
よ
る
化
学
物
質
の
分
解
度
試
験

二

生
物
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
魚
介

類
の
体
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
濃
縮
度
試
験
又
は
一

オ
ク
タ
ノ
ー
ル
と
水
と

－

の
間
の
分
配
係
数
測
定
試
験

第
二
条
の
四

法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
有
害
性
の
調
査
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で

、

、

、

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

慢
性
毒
性

生
殖
能
及
び
後
世
代
に
及
ぼ
す
影
響

催
奇
形
性
、
変
異
原
性
、
が
ん
原
性
、
生
体
内
運
命
又
は
薬
理
学
的
特
性
に
つ
い

て
の
調
査
と
す
る
。

二

継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
高
次
捕
食
動
物
の
生
息
又
は
生
育
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
乳
類
の
生
殖
能

及
び
後
世
代
に
及
ぼ
す
影
響
又
は
鳥
類
の
繁
殖
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査

と
す
る
。

第
三
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
有
害
性
の
調
査
は
、
慢
性
毒
性
、
生
殖
能
及
び
後

世
代
に
及
ぼ
す
影
響
、
催
奇
形
性
、
変
異
原
性
、
が
ん
原
性
、
生
体
内
運
命
又
は
薬

理
学
的
特
性
に
つ
い
て
の
調
査
と
す
る
。

第
四
条

第
二
条
か
ら
第
二
条
の
三
ま
で
の
試
験
は
、
試
験
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
な
施
設
、
機
器
、
職
員
等
を
有
し
、
か
つ
、
適
正
に
運
営
管
理
さ
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
第
一
条
の
知
見
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
た
試
験
並
び
に
第
二
条

の
四
及
び
前
条
の
調
査
の
た
め
の
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

附

則

（
平
成
一
五
年
一
一
月
二
一
日

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環

境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
三
種
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令

（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
十
号
）

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
有
害
性
の
調
査
は
、
藻
類
の
生
長
に

及
ぼ
す
影
響
、
ミ
ジ
ン
コ
の
繁
殖
に
及
ぼ
す
影
響
、
魚
類
の
初
期
生
活
段
階
に
お
け
る
生
息
又
は
生
育
に
及
ぼ
す
影
響
そ
の
他
第
三
種
監
視
化
学
物
質
の
環
境

に
お
け
る
残
留
の
状
況
か
ら
み
て
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
生
活
環
境
動
植
物
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
（
２
）
に

規
定
す
る
生
活
環
境
動
植
物
を
い
う
。
）
の
生
息
又
は
生
育
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
と
す
る
。

第
二
条

前
条
の
調
査
の
た
め
の
試
験
は
、
試
験
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
、
機
器
、
職
員
等
を
有
し
、
か
つ
、
適
正
に
運
営
管
理
さ
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

worker
69

worker
69



新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令

（
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
五
日
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

改

正

平

成

一

六

年

一

月

十

九

日

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し

な
い
場
合
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
二
号
）
第
一
項
第
二
号

の
規

定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に

係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
届
出
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式

第
一
の
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
の
名
称

二

新
規
化
学
物
質
の
構
造
式
又
は
示
性
式
（
い
ず
れ
も
不
明
の
場
合
は
、
そ
の
製

法
の
概
略
）

三

新
規
化
学
物
質
の
物
理
化
学
的
性
状
及
び
成
分
組
成

四

新
規
化
学
物
質
の
用
途

五

新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
毎
年
の
製
造
予

定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

六

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質

を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
新
規
化
学
物
質
を
輸
入
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
る
国
名
又
は
地
域
名

（
外
国
に
お
け
る
製
造
者
等
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
届
出
）

第
二
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
様
式
第
一
の
二
の
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
の
名
称

二

新
規
化
学
物
質
の
構
造
式
又
は
示
性
式
（
い
ず
れ
も
不
明
の
場
合
は
、
そ
の
製

法
の
概
略
）

三

新
規
化
学
物
質
の
物
理
化
学
的
性
状
及
び
成
分
組
成

四

新
規
化
学
物
質
の
用
途

五

新
規
化
学
物
質
の
本
邦
へ
の
輸
出
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
毎
年
の
輸
出
予
定

数
量

六

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質

を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
新
規
化
学
物
質
を
輸
出
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
る
国
名
又
は
地
域
名

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
の
届
出
を
要
し
な
い
こ
と
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
様
式
に
よ
る
申
出
書
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
確
認
書
を
厚
生
労
働
大
臣

、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す

様
式
第
二

様
式
第
三

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

一
号

二

令
第
二
条
第
一
項
第
二
号

様
式
第
四

様
式
第
五

三

令
第
二
条
第
一
項
第
三
号

様
式
第
六

様
式
第
七
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（
確
認
を
受
け
た
新
規
化
学
物
質
に
係
る
報
告
）

第
三
条
の
二

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
者
は
、
毎
年

度
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
お
け
る
当
該
新
規
化
学
物
質
の
取
扱
状
況
に
つ
い

て
様
式
第
八
に
よ
る
報
告
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を
製
造
せ

ず
、
輸
入
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
少
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
四
条

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

毎
年
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
期
間
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い

て
は
当
該
期
間
の
属
す
る
年
の
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
期
間
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月
一
日

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
し
、

又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
様
式
第
九
の
申
出
書
及
び
そ

の
写
し
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
月
二
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

二

六
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

三

九
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

四

十
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
そ
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
に
つ

い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
確
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
一
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製

造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る
場
合
当

該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
同
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量

又
は
輸
入
予
定
数
量

二

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申

出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
（
法
第
四
条
の

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当
該
新
規
化

学
物
質
に
係
る
前
項
第
二
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又

は
輸
入
予
定
数
量

三

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
期
間
に
な
さ
れ

た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
一
ト
ン

を
超
え
る
場
合

当
該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
三
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た

申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

四

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
各
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造

予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当

該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
四
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予

定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
審
査
の
特
例
に
係
る
申
出
）

第
四
条
の
二

法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
申
出
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
す
る

際
に
、
様
式
第
十
の
申
出
書
を
様
式
第
一
の
届
出
書
に
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
四
条
の
三

法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
二

項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
同
条
第
二
項
第

一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
（
以
下
「
通
知
日
」
と
い
う

。
）
の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
通
知
年
度
」
と
い
う
。
）
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を

製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
一
の
申
出
書
及
び
そ
の
写

し
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
通
知
年
度
の
翌
年
度

以
降
の
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
毎
年
、
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
一
日
か
ら
同

月
十
日
ま
で
の
期
間
に
、
様
式
第
十
一
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を
厚
生
労
働
大
臣

、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

通
知
日
が
三
月
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
通
知
年
度
の
翌
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物

質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

worker
71

worker
71



い
て
は
、
「
三
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
日
か
ら
十
日
を

経
過
し
た
日
ま
で
」
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
そ
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
に
つ

い
て
、
法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
確
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
一
項
の
申
出
を
し
た
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
申
出

に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
（
法
第
三
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当
該
新
規
化

学
物
質
に
係
る
第
一
項
の
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

二

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
二
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予

定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
十
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当
該

新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
二
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量

又
は
輸
入
予
定
数
量

三

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
二
項
及
び
第
三
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に

係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
十
ト
ン
を
超
え
る

場
合

当
該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
三
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製

造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
審
査
の
継
続
）

第
四
条
の
四

法
第
四
条
の
二
第
七
項
の
申
出
は
、
様
式
第
十
二
の
申
出
書
に
同
条
第

八
項
の
試
験
の
試
験
成
績
を
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
等
）

第
四
条
の
五

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
、
法
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
申

出
、
第
三
条
の
申
出
並
び
に
第
三
条
の
二
の
報
告
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）

を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
と
、
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

し
て
届
出
等
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環

境
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
す
る
こ

と
に
換
え
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
を

提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
（
届
出
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に

お
い
て
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
で
あ
つ
て
、
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行

う
と
き
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
（
以
下
「
書
面
届
出
等
様
式
」
と
い
う

。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
届
出
等
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
日
付
、
届

出
等
を
行
う
相
手
方
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
者
の
住
所
、
届
出
等
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
届
出
等
を

行
う
旨
の
表
示
を
記
録
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣

及
び
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可

能
な
様
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

書
面
届
出
等
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

当
該
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
事
項

で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
い
た
も
の

２

前
項
の
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者

が
電
子
署
名
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が

当
該
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作

成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
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及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
電
子
証
明
書

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
少
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出

）

第
五
条

第
四
条
第
一
項
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
出
を
行
う
と
き
は

、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
少
量
新
規
化
学
物
質
製
造
（
輸
入
）
申
出
様

式
（
様
式
第
九
）
に
記
録
す
べ
き
事
項
を
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る

技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

前
条
の
入
力
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
〇
二
〇
八
附

属
書
一
で
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
入
力
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図

形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰

」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
少
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
の
特
例
）

第
七
条

第
四
条
第
一
項
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
申
出
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣

、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

２

前
項
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
つ

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
つ
て

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が

作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
が
定
め
る
電
子
証
明
書

（
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
八
条

情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
四
項
に
お
け
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か

に
す
る
措
置
と
は
、
電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、

第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
及
び
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申

出
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
申
出
者
コ
ー
ド
）

第
九
条

第
五
条
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
申
出
者
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
三
に
よ
り
記
載

し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た

と
き
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た
者
に
申
出
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
者
は
、
申
し
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
申

出
者
コ
ー
ド
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
四
又

は
様
式
第
十
五
に
よ
り
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
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て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月

一
日
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
五
月
十
六
日
か
ら

、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月
一
日
か
ら
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
三
月
一
日
か
ら
同
月

十
日
」
と
あ
る
の
は
「
四
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号

中
「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
「
八
百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令

第
一
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
に
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は

輸
入
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中
「
一
月
二
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
二
十
日
」
と
、
「
同
月
三
十

日
」
と
あ
る
の
は
「
翌
月
一
日
」
と
す
る
。
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様式第１（第２条関係） 

新規化学物質製造（輸入）届出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあつ
ては、その代表者の氏名 印 

住 所                

  

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項の規定により、新規化学物質の製造

又は輸入に係る届出等に関する省令第２条の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

１． 新規化学物質の名称 

２． 新規化学物質の構造式又は示性式（いずれも不明な場合はその製法の概略） 

３． 新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成 

４． 新規化学物質の用途 

５． 新規化学物質の製造又は輸入の開始後３年間における毎年の製造予定数量又は輸入予定数量 

６． 新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及び

その所在地、新規化学物質を輸入しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される

国名又は地域名 

備考 

１． 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２． 標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。 

３． 新規化学物質の名称は、国際純正及び応用化学連合が制定した命名法（ＩＵＰＡＣ命名法）に

準拠して記入すること。 

４． 新規化学物質の構造式及び示性式が不明の場合は、製法の概略、物理化学的性状及び成分組成

を詳細に記載すること。 

５． 届出に係る新規化学物質が法第４条第１項各号のいずれに該当するかの判定に参考となるべ

き書類等を添付することができる。ただし、当該書類等は図表中の用語等軽微なものを除き日

本語により記載されるものとする。 

６． 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条の２第１項の申出を行う場合には、様式

第10「低生産量新規化学物質の審査の特例申出書」を添付すること。 

７． 法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記載する

こと。 

８． 氏名を記載し、押印をすることに代えて、署名することができる。 
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様式第１の２（第２条の２関係） 

外国における製造者等の新規化学物質製造（輸出）届出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあつ
ては、その代表者の氏名 印 

住 所                

  

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第５条の２第１項の規定により、新規化学物質の

製造又は輸入に係る届出等に関する省令第２条の２の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

１． 新規化学物質の名称 

２． 新規化学物質の構造式又は示性式（いずれも不明な場合はその製法の概略） 

３． 新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成 

４． 新規化学物質の用途 

５． 新規化学物質の本邦への輸出開始後３年間における毎年の輸出予定数量 

６． 新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及び

その所在地、新規化学物質を輸出しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される

国名又は地域名 

備考 

１． 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２． 標題中の「製造」及び「輸出」のうち該当しない文字は、まつ消すること。 

３． 新規化学物質の名称は、国際純正及び応用化学連合が制定した命名法（ＩＵＰＡＣ命名法）に

準拠して記入すること。 

４． 新規化学物質の構造式及び示性式が不明の場合は、製法の概略、物理化学的性状及び成分組成

を詳細に記載すること。 

５． 届出に係る新規化学物質が法第５条の２第２項において準用する法第４条第１項各号のいず

れに該当するかの判定に参考となるべき書類等を添付することができる。ただし、当該書類等

は図表中の用語等軽微なものを除き日本語により記載されるものとする。 

６． 法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記載する

こと。 

７． 氏名を記載し、押印をすることに代えて、署名することができる。 
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様式第２（第３条関係） 

中間物としての新規化学物質製造(輸入)申出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

住 所                

 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第３条の規定により、次のとおり

申し出ます。 

１．新規化学物質の名称   

２．新規化学物質の構造式又は示性式 
（いずれも不明な場合はその製法の概略）   

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組
成  

４．新規化学物質の年間の製造(輸入)予定数量  
５．新規化学物質を製造しようとする場合にあ
つてはその新規化学物質を製造する事業所
名及びその所在地（新規化学物質を輸入し
ようとする場合にあつてはその新規化学物
質が製造される国名又は地域名） 

 

６．新規化学物質を中間物として使用すること
が確実である者の氏名又は名称及び住所並
びに法人にあつてはその代表者の氏名 

 

７．新規化学物質を使用する事業所名及び所在
地  

８．新規化学物質の使用により製造される化学
物質の名称  

９．その他参考となるべき事項  

備考 １．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  

２． 別紙として以下の書類を添付すること。 

(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面 

(2) 製造時の取扱方法を説明した書面 

(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明

した書面 

(4) 製造（輸入）しようとする事業者における化学物質の管理体制を説明した

書面 

(5) 出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止する

ための措置を説明した書面 

３． 数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。 
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４． 標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。 

５．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連

   絡先を記載すること。 

６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

７．その他参考となるべき事項には、当該新規化学物質を用いて最終的に製造され

   る物質の用途及び名称を可能な限り記載するものとする。 
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様式第３（第３条関係） 

確 認 書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

 

                住所 

 

 新規化学物質である[申出物質名]が中間物として使用され、当該新規化学物質による環境

の汚染を防止するための必要な措置が講じられることを別紙のとおり確認します。 

 

備考 

１． 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２． 数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。 

３． 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

別紙 

１． 中間物として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表

者の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先 

２． 使用に係る設備及び貯蔵の場所 

３． 使用に係る設備及び施設の状況を示す図面 

４． １．の使用する者において新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路及び新規

化学物質の予測される環境への放出量 

５． 取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措

置 

６． １．の使用する者における化学物質の管理体制 

７． １．の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量 

８． １．の使用する者が確認を受けたところに従つて使用していることを確認するため

の製造（輸入）しようとする者における措置を説明した書面 
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様式第４（第３条関係） 

閉鎖系等用途としての新規化学物質製造(輸入)申出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

住 所                

 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第３条の規定により、次のとおり

申し出ます。 

１．新規化学物質の名称   
２．新規化学物質の構造式又は示性式 
（いずれも不明な場合はその製法の概略）   

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組
成  

４．新規化学物質の年間の製造(輸入)予定数量  
５．新規化学物質を製造しようとする場合にあ
つてはその新規化学物質を製造する事業所
名及びその所在地（新規化学物質を輸入し
ようとする場合にあつてはその新規化学物
質が製造される国名又は地域名） 

 

６．新規化学物質を閉鎖系用途として使用する
ことが確実である者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 

７．新規化学物質を使用する事業所名及び所在
地  

８.新規化学物質の用途  

備考 １．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  

２．別紙として以下の書類を添付すること。 

(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面 

(2) 製造時の取扱方法を説明した書面 

(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明

した書面 

(4) 製造（輸入）しようとする者における化学物質の管理体制を説明した書面 

(5) 出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止する

ための措置を説明した書面 

３．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。 

４．標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。 

５．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連

絡先を記載すること。 
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６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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様式第５（第３条関係） 

確 認 書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

 

                住所 

 

 新規化学物質である[申出物質名]が閉鎖系等用途として使用（施設又は設備の外へ排出さ

れるおそれのない方法で使用）され、当該新規化学物質による環境の汚染を防止するための

必要な措置が講じられることを別紙のとおり確認します。 

 

備考 

１． 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２． 数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。 

３． 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

別紙 

１． 閉鎖系等用途として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ

の代表者の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先 

２． 使用に係る設備及び貯蔵の場所 

３． 使用に係る設備及び施設の状況を示す図面 

４． １．の使用する者において新規化学物質の用途及び使用方法並びに新規化学物質の

予測される環境への放出量 

５． 取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措

置 

６． １．の使用する者における化学物質の管理体制 

７． １．の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量 

８． １．の使用する者が確認を受けたところに従つて使用していることを確認するため

の製造（輸入）しようとする者における措置を説明した書面 
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様式第６（第３条関係） 

輸出専用品としての新規化学物質製造(輸入)申出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

住 所                

 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第３条の規定により、次のとおり

申し出ます。 

１．新規化学物質の名称   
２．新規化学物質の構造式又は示性式 
（いずれも不明な場合はその製法の概略）   

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組
成  

４．新規化学物質の年間の製造(輸入)予定数量  
５．新規化学物質を製造しようとする場合にあ
つてはその新規化学物質を製造する事業所
名及びその所在地（新規化学物質を輸入し
ようとする場合にあつてはその新規化学物
質が製造される国名又は地域名） 

 

６．新規化学物質を輸出しようとする国名又は
地域  

７．新規化学物質を輸出することが確実である
者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
ってはその代表者の氏名 

 
 
 

８．６．の国又は地域において新規化学物質を
輸入することが確実である者の氏名又は名
称及び住所並びに法人にあってはその代表
者の氏名 

 

 備考 １．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２．別紙として以下の書類を添付すること。 

(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面 

(2) 製造時の取扱方法を説明した書面 

(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明

した書面 

(4) 製造（輸入）しようとする者における化学物質の管理体制を説明した書面 

(5) 出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止する

ための措置を説明した書面 

３．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。 

４．標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。 
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５．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連

絡先を記載すること。 

６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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様式第７（第３条関係） 

確 認 書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

 

                住所 

 

 新規化学物質である[申出物質名]が輸出専用品であることを別紙のとおり確認します。 

 

備考 

１． 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２． 数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。 

３． 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

別紙 

１． 新規化学物質を輸出することが確実である者（以下「輸出者」という。）の氏名又

は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、担当部署、担当者氏名

及び連絡先 

２． 外国輸入者の名称、事業所名及び所在地 

３． 輸出者における新規化学物質の年間の輸出予定数量 

４． 輸出しようとする国又は地域における新規化学物質の審査の状況 

５． 新規化学物質が確認を受けたところに従つて輸出されていることを確認するため

の製造（輸入）しようとする者における措置を説明した書面 
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様式第８（第３条の２関係） 

新規化学物質製造（輸入）報告書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

住 所                

 

第２条第１項第１号 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令   第２条第１項第２号  に該 

第２条第１項第３号 

当する場合の新規化学物質の取扱いについて、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に

関する省令第３条の２の規定により、次のとおり報告します。 

 

 
１．新規化学物質の名称  
２．確認を受けた年月日  
３．製造（輸入）実績数量  
４．新規化学物質の使用した者における使用実
績数量（令第２条第１項第３号の場合にあ
つては、輸出先毎の輸出実績数量） 

 

５．製造（輸入）、使用等の取扱いの過程にお
いて新規化学物質の施設外への排出又は
移動がある場合には、その概況 

 

６．確認を受けた内容について軽微な変更があ
つた場合には、その変更内容  

 

備考 

１． 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２． 標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。 

３． ｛ ｝のうち該当しない文字は、まつ消すること。 

４． 法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先

を記載すること。 

５． 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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様式第９（第４条第１項関係）

少量新規化学物質製造（輸入）申出書

事 業 場 の 名 称

所 在 地

新規化学物質の名称

新規化学物質の構造
式又は示性式（いず
れも不明の場合は、
その製法の概略）

新規化学物質の物理化学
的性状

成分組成

確認を受けようとする年度
(製造・輸入を行おうとす
る年度)
製造予定数量又は輸入予
定数量

ｋｇ

新規化学物質の用途

新規化学物質を輸入しようとする
場合にあつては、当該新規化学物質
が製造される国名又は地域名

参 考 事 項

備考  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
    ２ 標題の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。
    ３ 新規化学物質の名称の欄は、新規化学物質の名称を国際純正及び応用化学連合が制定した命名法（ＩＵＰＡＣ命名法）に準拠

して記入すること。
    ４ 事業場の名称、所在地の欄は製造の場合のみ記入し、新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造され

る国名又は地域名の欄に記入すること。     
    ５ 参考事項の欄は、過去の実績（確認数量、実績数量）等を記載すること。なお、参考事項は添付書類とすることができる。

６ 申出事項については、参考となるべき書類を添付することができる。
    ７ 法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先（電話番号）を記載すること。

８ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
    
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第 1項第５号の確認を受けたいので、新規化学物質の製造又は
輸入に係る届出等に関する省令第４条第１項の規定により上記のとおり申し出ます。
  年  月   日

 氏名又は名称及び法人にあつては、
 その代表者の氏名            印
住所

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

     

（少量新規化学物質電算処理コード）
① 構造コード                                                                                             ②用途コード     ③申出数量   （ｋｇ）
【分子式に含まれる元素の数等】                                                                           【用途番号等】
 1                                   10                                   20                      25               28                  32 

                                 ・    

Ｈ O Ｎ Ｓ Ｆ Cl 原子番号 数 原子番号 数構
造
分
類

Ｃ 鎖
状
第
三
・
四

Ｃ

その他の元素
１

その他の元素
２

メ
チ
レ
ン
の
数

最
長
メ
チ
レ
ン
鎖
の

環
環
の
最
多
Ｃ
開
始
鎖

（
含
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
）

Ｃ
直
結
Ｏ
Ｈ

そ
の
他
の
原
子
団
等

異
性
体

全
量
中
間
物 

↓
－

中
間
物
で
な
い
↓
＋

用
途
番
号

小
数
点

④過去の ⑤前年度の確認数量 （ｋｇ）         ⑥前年度の実績数量 （ｋｇ）    ⑦前年度の受付コード ⑧会社コード     ⑨受付コード
確認物質                                            【受付番号等】                 【受付番号等】
35      36               40       43        47        50                  55          60 

     ・        ・                          
な
い
↓
２

あ
る
↓
１

小
数
点

小
数
点

輸
入
↓
－

製
造
↓
＋

受 付 番 号 輸
入
↓
－

製
造
↓
＋

受 付 番 号 （ 右 詰 め ）
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様式第１０（第４条の２関係） 

低生産量新規化学物質の審査の特例申出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

住 所                

  

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条の２第１項の判定を受けたいの

で、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条の２の規定により、次

のとおり申し出ます。 

 

 新規化学物質の名称 

 

備考 

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２．新規化学物質の名称は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項

の規定により届け出た新規化学物質の名称と同じ名称を記載すること。 

３．申出に係る新規化学物質が法第４条の２第１項各号のいずれに該当するかの判定に参

考となるべき書類等を添付することができる。ただし、当該書類等は図表中の用語等

軽微なものを除き日本語により記載されるものとする。 

４．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を

記載すること。 

５．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

worker
88

worker
88



様式第１１（第４条の３第１項及び第２項関係）

低生産量新規化学物質製造（輸入）申出書

新規化学物質の名称

新規化学物質の構造
式又は示性式（いず
れも不明の場合は、
その製法の概略）

確認を受けようとする年度
(製造・輸入を行おうとす
る年度)

製造予定数量又は輸入予
定数量

ｋｇ

参 考 事 項

備考  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
    ２ 標題の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。
   ３ 新規化学物質の名称の欄は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項の規定により届け出た新規化学物質

の名称と同じ名称を記載すること。
    ４ 参考事項の欄は、過去の実績（確認数量、実績数量）等を記載すること。なお、参考事項は添付書類とすることができる。

５ 申出事項については、参考となるべき書類を添付することができる。
６ 法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先（電話番号）を記載すること。

    ７ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条の２第４項の確認を受けたいので、新規化学物質の製造又は輸
入に係る届出等に関する省令第４条の３第１項又は第２項の規定により上記のとおり申し出ます。

  年  月   日
 氏名又は名称及び法人にあっては、
 その代表者の氏名            印
住所

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

（低生産量新規化学物質電算処理コード）
① 構造コード                                                                                             ②用途コード     ③申出数量   （ｋｇ）
【分子式に含まれる元素の数等】                                                                           【用途番号等】
 1                                   10                                   20                      25               28                  32 

                                  ・    

Ｈ O Ｎ Ｓ Ｆ Cl 原子番号 数 原子番号 数構
造
分
類

Ｃ 鎖
状
第
三
・
四

Ｃ

その他の元素
１

その他の元素
２

メ
チ
レ
ン
の
数

最
長
メ
チ
レ
ン
鎖
の

環
環
の
最
多
Ｃ
開
始
鎖

（
含
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
）

Ｃ
直
結
Ｏ
Ｈ

そ
の
他
の
原
子
団
等

異
性
体

全
量
中
間
物 

↓
－

中
間
物
で
な
い
↓
＋

用
途
番
号

小
数
点

④過去の ⑤前年度の確認数量 （ｋｇ）         ⑥前年度の実績数量 （ｋｇ）    ⑦前年度の受付コード ⑧会社コード     ⑨受付コード
確認物質                                            【受付番号等】                 【受付番号等】
35      36                  40         43          47      50            55          60 

       ・          ・                          
な
い
↓
２

あ
る
↓
１

小
数
点

小
数
点

輸
入
↓
－

製
造
↓
＋

受付番号 輸
入
↓
－

製
造
↓
＋

受 付 番 号 （ 右 詰 め ）
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様式第１２（第４条の４関係） 

低生産量新規化学物質継続審査申出書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 
  経済産業大臣 殿 
  環 境 大 臣 

  氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名 印 

住 所                

  

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条の２第７項の判定を受けたいの

で、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条の４の規定により、次

のとおり申し出ます。 

 

 新規化学物質の名称 

 

備考 

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

２．新規化学物質の名称は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項

の規定により届け出た新規化学物質の名称と同じ名称を記載すること。 

３．化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条の２第７項の判定に必要な試験

の試験成績を添付すること。ただし、当該試験成績は図表中の用語等軽微なものを除

き日本語により記載されるものとする。 

４．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を

記載すること。 

５．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 
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経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
七
日
通
商
産
業
省
令
第
四
十
号
）

改
正

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日

経

済

産

業

省

令

第

一

号

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
通
商
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
の
許
可
申
請
）

第
二
条

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

製
造
設
備
の
位
置
（
他
の
設
備
と
の
関
係
位
置
を
含
む
。
）
及
び
事
業
所
付
近

の
状
況
を
示
す
図
面

二

従
業
員
の
雇
用
及
び
配
置
の
状
況
並
び
に
従
業
員
の
技
術
的
能
力
を
説
明
し
た

書
面

三

製
造
方
法
の
概
略
を
説
明
し
た
書
面

四

生
産
計
画
及
び
主
な
販
売
先
ご
と
の
販
売
予
定
数
量
を
記
載
し
た
書
面

五

貯
蔵
方
法
及
び
運
搬
方
法
を
説
明
し
た
書
面

六

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記

簿
の
謄
本

七

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
業
務

を
行
う
役
員
）
が
法
第
八
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

八

最
近
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

九

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
事
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理

的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
製
造
設
備
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
）

第
三
条

法
第
十
条
第
一
項
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
に

よ
る
申
請
書
に
変
更
内
容
明
細
書
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済

産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
製
造
事
業
に
関
す
る
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
十
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
に
よ

る
届
出
書
を
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
輸
入
の
許
可
申
請
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
の
属
す
る
国
名
又
は
地
域
名
、
陸
揚
げ
予
定

期
日
、
輸
入
港
名
並
び
に
主
な
販
売
先
ご
と
の
販
売
予
定
数
量
を
記
載
し
た
書
面

二

貯
蔵
方
法
及
び
運
搬
方
法
を
説
明
し
た
書
面

三

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記

簿
の
謄
本

四

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
業
務

を
行
う
役
員
）
が
法
第
八
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

（
承
継
の
届
出
）

第
六
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
又
は
許
可
輸
入
者
の
地

位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類

を
添
え
て
、
許
可
製
造
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
当
該
承
継
に
係
る

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
、
許

可
輸
入
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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一

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
又
は
許
可
輸
入
者
の
地
位

を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
二
人
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選

定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

二

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
業
者
又
は
許
可
輸
入
者
の
地
位

を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
つ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
様

式
第
七
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
つ
て
許
可
製
造
業
者
又
は
許
可

輸
入
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
簿
の
謄
本

（
帳
簿
）

第
七
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
帳
簿
に
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
及
び
事
業
所
ご

と
に
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
、
在
庫
数
量
及
び
販
売
先
ご
と
の
販
売

数
量
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
事
業
所
ご
と
に
備
え
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お
け
る
前

項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
帳
簿
は
、
閉
鎖
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
七
条
の
二

前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気

的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。

）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

記
録
の
保
存
を
も
つ
て
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た

帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
八
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

許
可
製
造
業
者
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
出
書
を
、
当
該
廃
止
に
係
る
事
業
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
九
条

許
可
製
造
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
に

お
け
る
法
第
六
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
月
別
製
造
数
量

、
月
別
在
庫
数
量
及
び
販
売
先
ご
と
の
月
別
販
売
数
量
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
事

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
九
条
の
二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記

載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
記
録
し

た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
八
の
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出

票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
（
第

様
式
第
八
の
三

六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
添
付
書
類

第
三
条
の
申
請
書
及
び
添
付
す
る
変
更
内
容
明
細
書

様
式
第
八
の
四

第
四
条
の
届
出
書

様
式
第
八
の
五

第
五
条
の
申
請
書
並
び
に
同
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四

様
式
第
八
の
六

号
に
掲
げ
る
添
付
書
類

第
六
条
の
届
出
書

様
式
第
八
の
七

第
八
条
の
届
出
書

様
式
第
八
の
八

２

第
九
条
の
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
八
の
二
の
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）
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第
九
条
の
三

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業

規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

第
九
条
の
四

第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、

次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
二
に
、
同
条
第
二

号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ

六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五

に
規
定
す
る
方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に

規
定
す
る
方
式

２

第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
工
業

規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格

Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
九
条
の
五

第
九
条
の
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六

二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

（
監
視
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
十
条

法
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
一

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

監
視
化
学
物
質
の
名
称

二

監
視
化
学
物
質
の
前
年
度
の
出
荷
数
量

三

監
視
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
監
視
化
学
物
質
を
製
造
し

た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
監
視
化
学
物
質
を
輸
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
監
視
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域
名

２

法
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の

届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
様
式
第
九
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
製
造
数
量
等
の
公
表
の
例
外
）

第
十
一
条

法
第
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、

一
ト
ン
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
百
ト
ン
と
す
る
。

（
有
害
性
の
調
査
の
指
示
の
対
象
と
な
る
者
）

第
十
二
条

法
第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
三
第

一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
有
害
性
の
調
査
の
指
示
の
日
前
三
年
以
内

に
当
該
調
査
に
係
る
監
視
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
と

す
る
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
等
の
届
出
）

第
十
三
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
名
称

二

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
出
荷
予
定
数

量
三

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種

特
定
化
学
物
質
を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
第
二
種
特
定
化
学
物

質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
が
製
造
さ

れ
る
国
名
又
は
地
域
名
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２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
届
出
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
当
該
第
二
種
特
定
化
学

物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
又
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
輸
入
（

以
下
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
日
の
一
月
前
ま
で

に
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

３

当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
指
定
の
日

（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
を
含
む
年
度
（
以
下
「
指
定
年
度
」
と
い
う
。
）

及
び
指
定
年
度
（

指
定
日
が
当
該
指
定
年
度
の
末
月
又
は
そ
の
前
月
に
含
ま
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
翌
年
度
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
法
第
二
十

六
条
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当

該
年
度
に
お
い
て
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
又
は
当
該
第

二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
輸
入
（

以
下
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造

等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
日
の
一
月
前
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
に
お
い
て
当

該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
若
し
く
は
輸
入
若
し
く
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学

物
質
使
用
製
品
の
輸
入
（
以
下
「
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
日
の
一
月
前
の
日
又
は
当
該
第
二
種
特
定
化
学
物
質
若
し
く
は
第
二
種
特
定

化
学
物
質
使
用
製
品
の
指
定
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
」

と
す
る
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
名
称

二

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
前
年
度
の
出

荷
数
量

三

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種
特
定
化
学

物
質
を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第

二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種
特
定

化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域

名

２

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
様
式
第
九
に
よ

る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
収
去
証
）

第
十
五
条
の
二

法
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

省
の
職
員
が
化
学
物
質
を
収
去
す
る
と
き
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の

職
員
が
化
学
物
質
を
収
去
す
る
と
き
は
、
披
収
去
者
に
様
式
第
十
一
に
よ
る
収
去
証

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
証

明
書
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

機
構
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第
八
項
の
証
明
書
は
、
様
式

第
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
十
七
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
名
す
る

職
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
意
見
聴
取
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
十

五
日
前
ま
で
に
、
件
名
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
事
案
の
要
旨
を

異
議
申
立
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ

う
と
す
る
者
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
意
見
の
概
要
及
び
そ
の

事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
事
実
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り

そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
意
見
聴

取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
し
、
そ
の
期
日
の
三
日

前
ま
で
に
指
定
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
関

係
行
政
機
関
の
職
員
そ
の
他
の
参
考
人
に
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
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６

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
異
議
申
立
人
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

た
者
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め

ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
最
初
に
異
議
申
立
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
異
議
申
立

て
の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
異
議
申
立
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、

議
長
は
、
異
議
申
立
書
の
朗
読
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

９

意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
者
が
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る

と
き
、
又
は
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
い
る
者
が
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
乱
し
、
若

し
く
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
そ
の
発
言

を
禁
止
し
、
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

異
議
申
立
人
又
は
利
害
関
係
人
の
代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
類
を
議

10
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
及
び

11
場
所
を
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
意
見

聴
取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

削
除

第
十
九
条

削
除

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

第
二
十
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律(

平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号)

第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
行
う
法
第
五
条
の
三
第
一

項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
、

第
二
項
若
し
く
は
第
六
項
の
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織(

経
済
産
業
大
臣
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機(

入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

と
、
当
該
届
出
を
行

う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。)

で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
届
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

届
出
者
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
七
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た

者
に
届
出
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
届
け

出
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様

式
第
十
八
又
は
様
式
第
十
九
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様式第９（第１０条第２項、第１５条第２項関係）

［書類名］ 監視化学物質等製造数量等届出書 １／３
　

［提出日］ 　年 　月 　日

［あて先］ 経済産業大臣　殿

1.化学物質の区分及び届出者の氏名・住所

［化学物質の種類及び適用条文（該当するものに○印を記入）］
(1)第１種監視化学物質（法第５条の３第１項）
(2)第２種監視化学物質（法第２３条第１項）
(3)第３種監視化学物質（法第２５条の２第１項）
(4)第２種特定化学物質（法第２６条第６項）
(5)第２種特定化学物質使用製品（法第２６条第６項）

［届出者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名］

［届出者の住所」

［届出者コード又は届出者整理コード］

備考
１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

５．記入単位はｋｇとして、小数点以下は四捨五入の上記入すること。

《注：第２種特定化学物質又は第２種特定化学物質使用製品の次年度予定数量又は
変更届出数量は、別途様式第１０で報告すること》

３．氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することが

４．出荷数量には、同一企業内の他事業所での自家消費数量を含めること。また、その場合には、自家消費をした事業所の所在都道

　ることができる。

２．届出者コードとは、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第２０条第２項の規定によりあらか

７．業種番号及び具体的用途の記入は、第２種特定化学物質及び第２種特定化学物質使用製品の出荷数量を届け出る場合に記入

６．届出者整理コード、物質管理番号、官報整理番号、都道府県番号、国・地域番号、用途番号及び業種番号は、記入要領を参考と

　じめ付与したコードである。

　できる。

　府県を出荷先としてその数量を記載すること。

　すること。

　すること。ただし、監視化学物質でその他出荷がある場合も、具体的用途を記入すること。

８．届出対象物質に関して得られた新たな知見及びその製造、用途、輸入等の状況について参考となる事項を記載した書類を添付す

印
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２．製造数量、輸入数量及び出荷数量（実績値の報告） ２／３

(1)化学物質名称等

［物質名称］

［物質管理番号］ ―

［官報整理番号］ ―

(2)製造数量、輸入数量及び出荷数量　　 （単位：ｋｇ）

年度実績値

製造数量 （ｋｇ） 輸入数量 （ｋｇ） 出荷数量 （ｋｇ）
年度計

３．化学物質の製造等
(1)製造した事業所名及びその所在地

(２)当該化学物質を製造した都道府県別製造数量又は輸入した国・地域別輸入数量
《注：第２種特定化学物質使用製品の輸入数量を含む》

都道府県番号 　 製造数量 （ｋｇ） 国・地域番号 　 輸入数量 （ｋｇ）

0
（ｋｇ） （ｋｇ）

0
（ｋｇ） （ｋｇ）

0
（ｋｇ） （ｋｇ）

0
（ｋｇ） （ｋｇ）

0
（ｋｇ） （ｋｇ）
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(３)都道府県別（又は国・地域別）及び用途別出荷数量 ３／３

都道府県又は国・地域番号　　用途番号 　 　 出出荷数量（ｋｇ）
　

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

ー 　　 　 　
具体的用途 （ 　 ） （ｋｇ）

合　計
（ｋｇ）

　業種番号
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様式第１０（第１３条第２項、第１４条関係） １／2

［書類名］ 第２種特定化学物質製造（輸入）予定数量届出書又は変更届出書
（第２種特定化学物質使用製品輸入予定数量届出書又は変更届出書）

［提出日］ 　年 　月 　　日

［あて先］ 経済産業大臣　殿

1.化学物質等の区分及び届出者の氏名・住所

［化学物質の種類及び適用条文（該当するものに○印を記入）］
(1)第２種特定化学物質製造（輸入）予定数量届出書（法第２６条第1項）
(2)第２種特定化学物質使用製品輸入予定数量届出書（法第２６条第１項）
(3)第２種特定化学物質製造（輸入）予定数量変更届出書（法第２６条第２項）
(4)第２種特定化学物質使用製品輸入予定数量変更届出書（法第２６条第２項）

［届出者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名］

　

［届出者の住所」

［届出者コード又は届出者整理コード］

備考
１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

６．記入単位はｋｇとして、小数点以下は四捨五入の上記入すること。

２．届出者コードとは、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第２０条第２項の規定によりあら

３．氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名すること

４．出荷予定数量には、同一企業内の他事業所での自家消費予定数量を含めること。また、その場合には、自家消費をする事業所

５．第２種特定化学物質使用製品を輸入しようとする場合にあつては、 ２．(2)及び４．の各欄には製品中の第２種特定化学物質の

８．届出対象物質に関して得られた新たな知見及びその製造、用途、輸入等の状況について参考となる事項を記載した書類を添付

９．届出者整理コード、物質管理番号、官報整理番号及び用途番号は、記入要領を参考とすること。

７．物質名称は、第２種特定化学物質の名称又は第２種特定化学物質使用製品の名称及び当該製品に含有されている第２種特定

 かじめ付与したコードである。

 ができる。

 の所在都道府県を出荷先としてその数量を記載すること。

 含有数量を記載すること。

 化学物質の名称を記入のこと。

 することができる。

印
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２／２
２．製造予定数量、輸入予定数量又は出荷予定数量
（法第２６条第２項の場合は、変更後の数量を記入）

(1)第２種特定化学物質等の名称

［物質名称］

［物質管理番号］ ―

［官報整理番号］ ―

(2)製造予定数量、輸入予定数量又は出荷予定数量 　（単位：ｋｇ）

年度

製造予定数量 （ｋｇ） 輸入予定数量 （ｋｇ） 出荷予定数量 （ｋｇ）
年度計

３．第２種特定化学物質等を製造予定の事業所名及びその所在地

　①製造事業所名 （ ）

　②その所在地 （ ）
（輸入予定の場合は製造される国名又は地域名を記入）

４．第２種特定化学物質又は第２種特定化学物質使用製品の用途別出荷予定数量

用途番号  　 出出荷予定数量　(ｋｇ）
 　

（ 　 　　 ）　
　 　

（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
　

（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
（ｋｇ）

（ 　 　　 ）　
（ｋｇ）

　 合合　計
（ｋｇ）

出荷先での具体的用途
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様式第１１(第１５条の２関係）

住所

氏名又は名称及び法人にあつては、
その代表者の氏名

収去場所

化学物質名及びその数量

年　　　月　　　　日

官職　　　氏　　　名

備考 １　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

収　　去　　証

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３３条第５項
の規定により収去する。

２　独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員が
収去する場合にあつては、官職に代えてその所属
を記載すること。

印
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（裏面）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律抜すい

第３３条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大 ９ 第１項から第３項までの規定による立入検査、
臣は、この法律の施行に必要な限度において、そ 質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認めら
の職員に、第３条第１項第４号若しくは第５号又 れたものと解釈してはならない。
は第４条の２第４項の確認を受けた者の事務所そ 第３３条の２ 経済産業大臣は、前条第５項に規定
の他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 する立入検査、質問又は収去の業務の適正な実施
件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のた を確保するため必要があると認めるときは、機構
めに必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることが
させることができる。 できる。

２ 経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行 第４５条 次の各号のいずれかに該当する者は、３
に必要な限度において、それぞれ、その職員に、 ０万円以下の罰金に処する。
許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使用者又 四 第３３条第１項から第４項までの規定による
は第２６条第１項の規定による届出をした者の事 検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避
務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その し、又はこれらの規定による質問に対して答弁
他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試 をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質 第４６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
を収去させることができる。 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

３ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度にお 業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為を
いて、その職員に、第２２条に規定する者の事務 したときは、行為者を罰するほか、その法人に対
所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他 して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して
の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験 各本条の罰金刑を科する。
のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を 三 第４３条第３号、第４４条又は前条 各本条
収去させることができる。 の罰金刑

４ 前３項の規定により職員が立ち入るときは、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな
ければならない。
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様式第１４（第１６条第２項関係）

（表面）
センチメートル８

第 号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３３条第５項
の規定による立入検査等を行う職員の

３ 身 分 証 明 書センチメートル
６

４ 職名セ

写ン セ

氏名チ ン

押出スメ チ

タンプ 年 月 日生メ

-

真ト

-

年 月 日交付ル ト

ル

独立行政法人
製品評価技術基盤機構 印

理事長

（裏面）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律抜すい

第３３条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大 ７ 機構は、前項の指示に従つて第５項に規定する
臣は、この法律の施行に必要な限度において、そ 立入検査、質問又は収去を行つたときは、その結
の職員に、第３条第１項第４号若しくは第５号又 果を経済産業大臣に報告しなければならない。
は第４条の２第４項の確認を受けた者の事務所そ ８ 第５項の規定により機構の職員が立ち入るとき
の他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提
件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のた 示しなければならない。
めに必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去 ９ 第１項から第３項までの規定による立入検査、
させることができる。 質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認めら

２ 経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行 れたものと解釈してはならない。
に必要な限度において、それぞれ、その職員に、 第３３条の２ 経済産業大臣は、前条第５項に規定
許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使用者又 する立入検査、質問又は収去の業務の適正な実施
は第２６条第１項の規定による届出をした者の事 を確保するため必要があると認めるときは、機構
務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その に対し、当該業務に関し必要な命令をすることが
他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試 できる。
験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質 第３３条の３ 機構が行う収去について不服がある
を収去させることができる。 者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法（昭

３ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度にお 和３７年法律第１６０号）による審査請求をする
いて、その職員に、第２２条に規定する者の事務 ことができる。
所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他 第４５条 次の各号のいずれかに該当する者は、３
の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験 ０万円以下の罰金に処する。
のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を 四 第３３条第１項から第４項までの規定による
収去させることができる。 検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避

４ 前３項の規定により職員が立ち入るときは、そ し、又はこれらの規定による質問に対して答弁
の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
ければならない。 第４６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

５ 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構 業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為を
」という ）に、第１項から第３項までの規定に したときは、行為者を罰するほか、その法人に対。
よる立入検査、質問又は収去を行わせることがで して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して
きる。 各本条の罰金刑を科する。

６ 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入 三 第４３条第３号、第４４条又は前条 各本条
検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に の罰金刑
対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示
してこれを実施すべきことを指示するものとする
。
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＜お問い合わせ先等＞

○厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

ＴＥＬ：０３－３５９５－２２９８

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/seikatu/kagaku/index.htmlＨ Ｐ：

○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

ＴＥＬ：０３－３５０１－０６０５

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/index.htmlＨ Ｐ：

○環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

ＴＥＬ：０３－５５２１－８２５３

http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.htmlＨ Ｐ：
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